
自治体病院全国大会2016
「地域医療再生フォーラム」

日 程
2016年11月22日(火)
10：00～12：50
・開会あいさつ
・来賓あいさつ
・座長あいさつ 榊原 純夫 氏
・講演Ⅰ 佐々木 昌弘 氏
・講演Ⅱ 栗谷 義樹 氏
・討論
・全体総括
場 所
全国都市会館
「大ホール」

主 催
全国自治体病院開設者協議会
公益社団法人 全国自治体病院協議会
全国自治体病院経営都市議会協議会
全国知事会
全国都道府県議会議長会
全国市長会
全国市議会議長会
全国町村会
全国町村議会議長会
公益社団法人 国民健康保険中央会
テーマ
我々が中心となり地域を守ろ
う!!
－地域医療構想と地域住民のた
めの医療連携－

趣 旨
今日、我が国は、世界に類をみ

ない少子化・超高齢化・人口急減
という大きな課題に直面していま
す。そうした中で地方創生を実現
するためには、地域医療の確保は
不可欠であり、医療提供体制につ
いては医療機関の機能の分化・連
携を進めることとされています。
地域医療構想は今年度末までに
はすべての都道府県で策定される
予定です。
自治体病院は、地域医療全体を
俯瞰しつつ、患者中心の効率的か
つ質の高い医療提供体制を構築
し、地域の医療介護ニーズに的確
に対応し、病診連携、医療介護連
携を推進するため主体的役割を担
っていくことが求められていま
す。
地域ごとに高齢化の状況や医療
資源の状況、病院の置かれている
環境等が異なることを踏まえ、す
ぐれた先行事例から知見を得つ
つ、いまこそ自治体病院関係者が
力を合わせ、適切な医療提供体制
の構築に当たって中心的な使命を
果たす時です。
参加者
約250名

開会あいさつ

■全国自治体病院開設者協議会
会長 西川 一誠 福井県知事
皆さん、おはようございます。
自治体病院全国大会2016「地域医
療再生フォーラム」の開催に当た
りまして、主催者団体を代表いた
しまして一言ご挨拶を申し上げま
す。
本日はご多忙にもかかわらず、
全国各地から多数のご参加を賜り
まして、誠にありがとうございま
す。また、自治体病院議員連盟の
細田博之会長、そして、総務省大
臣官房の大西淳也様、それから、
厚生労働省医政局地域医療計画課
長佐々木健様には、公務でお忙し
い中、ご来賓としてご出席を賜り、
厚く御礼申し上げます。
このフォーラムの先ほどでござ
いますが、自治体病院議員連盟の
総会が開かれ、細田会長はじめ多
くの議員が出席される中で、自治
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体病院の厳しい現状と様々な課題
についてご説明を申し上げ、ご要
請を行ったところであります。大
西審議官、椎葉審議官にもご説明
いただくとともに、細田会長にお
かれましては熱心にご要望をお聞
きいただき、ありがとうございま
す。
さて、先般この自治体病院につ
きまして、政治的にも、また、国
会議員として長年にわたりまして
ご支援をいただきました奥野誠亮
先生が103歳でご逝去されました。
改めて深くご冥福をお祈りし、ま
た、先生の政治全体の、また、自
治体病院へのご支援に対し、深く
皆様とともに感謝を申し上げたい
と思います。
さて、本日お集まりの自治体病
院の皆様方には地域医療の確保と
推進に日夜ご努力いただき、また、
自治体病院の運営にご尽力をいた
だいていることに対し、心から感
謝を表します。また、今朝は福島
沖で大きな地震、また、津波の警
報なども出たところでございます
が、本年４月に発生いたしました
熊本地震に際しましては、地震発
生直後から入院患者の転院、避難
住民の巡回診療などに当たり、自
治体病院相互の、また、大学病院
や他の医療機関との間で迅速な対
応をとっていただきました医療関
係の皆様に心から感謝を申し上げ
ます。東日本大震災の復興の課題
もあり、引き続き関係機関と協力
し、支援してまいります。
さて、都道府県において策定が
進められております地域医療構想
は、団塊の世代が75歳以上となる
2025年に向け、高度急性期から在

宅医療まで切れ目のない医療の実
現を目指すものであり、自治体病
院の役割もますます重要でありま
す。こうした中、自治体病院は不
採算である政策医療を担いなが
ら、医師や看護師を確保し、費用
の削減、また、制度改革を実行す
るための基金や地方交付税の確保
など、様々な課題に積極的に対応
していただき、皆様各地域でご奮
闘中であります。
特にその中で新専門医制度があ
りますが、これまで以上にお医者
さんの地域偏在が進むおそれがあ
るなど、地域医療が崩壊しかねな
い危惧があることから、この課題
については我々開設者協議会は全
国自治体病院協議会とともに国に
対し、地域医療に十分配慮し、ぜ
ひとも慎重にこの問題に対応する
よう要請してまいりました。ま
た、議員連盟の先生方にはこの問
題について５月に「制度実施の延
期を含めいま一度再考すべき」と
の貴重な決議をいただいておりま
す。その結果、制度の開始は１年
余り延長されましたが、研修プロ
グラムの整備基準の見直しなど、
いまだ課題も残されております。
今後も医師の地域偏在が是正さ
れ、地域医療が確保される制度と
なるよう、引き続き働きかけてい
く必要があり、皆様方におかれま
しても、地域での取り組みをお願
いいたします。
こうした問題も含め今後の消費
税の課題など様々な課題がありま
すけれども、我々自治体病院の開
設者だけでは、また、経営をなさ
っておられるそれぞれの病院だけ
のご努力だけでは解決が困難な問

題があるわけであります。我々全
国の自治体病院の問題としてこの
フォーラム終了後、関係省庁に対
し要望を行うことにいたしており
ます。
本日の地域医療再生フォーラム
におきましては、厚生労働省の地
域医療構想策定の担当責任者であ
り、また、現在は文部科学省高等
教育局医学教育課企画官の佐々木
昌弘様と、また、８年前に自治体
病院の再編・統合などを行われま
した地方独立行政法人山形県・酒
田市病院機構理事長の栗谷義樹先
生にご講演をいただきます。ま
た、中央社会保険医療協議会の委
員をされております、愛知県半田
市の榊原純夫市長さんに座長を務
めていただき、地域医療構想と地
域住民のための医療連携について
ディスカッションを行うことにい
たしております。活発な意見交換
が行われ、地域医療の課題への理
解と解決のきっかけとなることを
念願しております。これから大都
市問題、あるいは、地方のいろい
ろな衰退といいましょうか、厳し
い環境などございますが、福井県
はふるさと納税なども提案した県
であります。ぜひ我々のふるさと
をしっかり守りながら、それを支
える大事な医療、これを皆様とと
もに力を合わせて着実に少しでも
日々年々前進するように頑張ろう
ではございませんか。地域医療の
発展に取り組む皆様の一層のご活
躍をご祈念申し上げまして、冒頭
のご挨拶といたします。ありがと
うございます。
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来賓あいさつ

■自治体病院議員連盟
細田 博之 会長
皆さん、おはようございます。

本日は自治体病院全国大会2016
「地域医療再生フォーラム」、ご盛
会おめでとうございます。
まず、最初に私ども自治体病院

議連の生みの親でもあり育ての親
でもあり、非常に長い間お世話に
なった奥野誠亮先生が先般お亡く
なりになりました。そして、今、
奥野信亮先生がお見えでございま
すので、我々お悔やみを申し上げ
るとともに、信亮先生からちょっ
とご挨拶をいただきたいと思いま
す。

■自治体病院議員連盟
奥野 信亮 衆議院議員
皆さん、おはようございます。

今日は大切なこの地域医療再生フ
ォーラムの場をおかりいたしまし
て、長年大変お世話になりました
私の父、奥野誠亮が先般103歳の
天寿を全うし、永眠致しましたの
で、ご報告するとともに、皆さん

方にこれまでいただいたご厚情、
ご高配、大変ありがたく、そして、
本人もいかに心強かったかと思い
ます。これからも課題は山積する
わけでありますが、これまで皆さ
ん方からいただいたご厚情を忘れ
ることなく、私も精いっぱい努力
させていただく所存であります。
皆さん方にお礼を申し上げさせて
いただきたく、今日はここに参上
した次第であります。どうもあり
がとうございました。
■自治体病院議員連盟
細田 博之 会長
それでは、議連会長としてご挨
拶を申し上げたいと思います。先
般、春先に議連を開きまして、そ
のときに自治体の皆様方あるいは
病院の皆様方からこの専門医制度
が非常に問題を含む制度であると
厚生労働省に強く申し入れて、地
方の実態に合う制度にすべきであ
ると。そういうことで議連として
も決議をいたしまして、そして、
厚労省にも要請をし、厚労大臣に
も要請をしたと。その結果、とり
あえず１年間は猶予期間を設け
て、今後の検討期間ということで
関係者の皆様方ともよく協議をし
て、実態に合った専門医制度のあ
り方について議論をしようという
ことになったわけでございまし
て、これも成果ではあるわけでご
ざいますが、問題は、この１年間
の検討で皆様方各地域の実情から
見て適切な制度になることが大事
でございます。専門医という考え
方は当然必要でございますが、何
年も前に起こった医局の廃止はや
るべきであると、そういうことは
弊害面に着目してそうなったので

すが、いろいろ医師不足などが発
生して、混乱の原因にもなったと
いうこともございます。したがっ
て、十分に様々な可能性を配慮し
て検討すべきであると私どもも考
えておることを申し上げたいと思
います。
それから、消費税の制度。これ
が病院に対しまして特にマイナス
の影響があると。官庁において
は、消費税が増税になるときには、
国だから消費税はいただきません
ということにはなっていないので
す。国だけども、ずっと消費税と
いうのは積み上がってきておりま
すから、いただきますということ
になっておりまして、そして、国
の機関は全て予算をその消費税分
だけ備品等の予算は上乗せをしま
して、そこで消費増税の分を払っ
て、それがぐるっと国庫に回るよ
うな仕組みでやっているわけで
す。だから、病院も本来はそうい
う制度のほうがよかったのです
ね。しかし、この消費税の目的が
まさに社会保障費に充てられるも
のであると。そうすると、タコが
足を食うような感じになってよく
ないと。社会保障制度に医療でも
介護でもほかの制度にも充てられ
るんだから、本来要らないんだと。
それで、もしコストが増加すれば、
それは診療報酬等をちょっと検討
すれば、それで足りるだろうとい
う考え方でスタートしてしまって
いるわけでございますが、やはり
実態はそう簡単ではなくて、外注
検査が増える、設備投資は非常に
大きくなる、そういったことで病
院経営に大きな影響が発生してい
るわけでございます。これも党の
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税制調査会や、あるいは、予算面
での診療報酬改定等の面において
我々も実態に合ったような、病院
が負担をするような、あるいは、
投資をする病院が負担を大きくす
るような制度は何とか変えてまい
りたいと、こう考えております。
それから、高度先進医療問題に
ついても希望が多いわけでござい
ますが、やはり例えば陽子線治療
装置は今厚労省の人に聞いたら
100億円ぐらいかかるというんで
すね。それで、今は小児がんだけ
は保険適用が認められましたけ
ど、大体今実費で10回で300万円
ぐらいかかるわけでございます
が、しかし、希望も多いと。一方
で、薬剤は3,500万円のオプジー
ボは半値になったようでございま
すけれども、薬剤については保険
適用になると。しかし、高度先進
医療の陽子線治療等については保
険適用外と。この辺はバランスも
あるわけでございますし、かつ、
医療費の増嵩がとどまるところを
知らないわけでございますので、
その辺の財政の問題とかみ合わせ
ていかなければならないわけで、
しかし、国民の健康というものは
やはり最優先で考えなくてはなら
ない。また、自治体病院の皆様方
の筋の要請も考えていかなければ
ならない。地域医療においてのそ
の希望はどんどん増えていくわけ
でございますから、そういった問
題にも我々今後とも取り組んでま
いりたいと思います。
以上、様々な問題について我々
議連の考え方を申し上げました
が、今後とも皆様方からいろいろ
なお知恵・ご要望をいただき、そ

して、適切な政府の制度が実現す
るように頑張ってまいりたいと思
いますので、よろしくお願い申し
上げます。

■総務省
大西 淳也 大臣官房審議官
総務省の審議官の大西でござい

ます。本日の自治体病院全国大会
「地域医療再生フォーラム」の開
催に当たり、一言お祝いを申し上
げます。
皆様方には地域の命と安心を守

るため、地域医療の確保に多大な
ご尽力をいただいておりますこと
に深く感謝と敬意を表する次第で
あります。総務省では、ご案内の
とおり、昨年３月に新公立病院改
革ガイドラインを策定いたしまし
た。この中で各地方公共団体に対
して平成28年度中に新たな公立病
院改革プランを策定するようお願
いしており、今まさにその策定に
着手されていることと存じます。
人口減少や少子高齢化の急速な進
展により医療需要も大きく変化し
ていくことが見込まれる中にあっ
て、地域において効率的かつ質の
高い医療提供体制の確保を図るた
めには、公立病院においても各都
道府県が策定している地域医療構
想を踏まえ、さらなる改革を推進
していくことが求められておりま
す。
一方、直近の自治体病院の経営

につきましては、先日平成27年度
決算の数値がまとまりました。こ
れを見ますと、平成25年度以降、
徐々に収支が悪化している状況が
見受けられます。自治体病院が
公・民の適切な役割分担のもと、
不採算医療や高度先進医療などの
重要な役割を今後とも地域におい
て継続して担っていけるよう、引
き続き経営そのものに対する日々
のご努力をお願いしたいと存じま
す。
皆様におかれましては、以上の
趣旨を十分ご理解いただき、今後
の医療制度改革や人口減少社会の
進展を見据え、今年度中に新改革
プランを策定し、さらなる経営改
革に取り組んでいただくようお願
いいたします。私ども総務省とい
たしましても、自治体病院が不採
算部門の医療を担っていることを
踏まえ、引き続き自治体病院に対
する地方財政措置を講じるととも
に、皆様からのご意見等もお伺い
しながら、必要な施策の展開を図
ってまいります。厳しい状況の中
ではありますが、地域医療の確保
と自治体病院の経営の健全化に向
けて皆様方のご尽力をお願い申し
上げます。
結びに、本日の「地域医療再生
フォーラム」が実りあるものとな
り、自治体病院が医療の提供を通
じて地域の発展に一層貢献される
ことを祈念いたしますとともに、
皆様方のご健勝、ご活躍をお祈り
申し上げ、私からのお祝いの挨拶
とさせていただきます。

全自病協雑誌第56巻第２号130 （277）



■厚生労働省
佐々木 健 医政局地域医療計
画課長
厚生労働省医政局地域医療計画

課長の佐々木でございます。本日
は、本来であれば大臣官房審議官
の椎葉がお伺いしてご挨拶する予
定でございましたが、業務の関係
で来られませんでしたが、椎葉よ
り挨拶を預かって来ておりますの
で、代読させていただきたいと思
います。
自治体病院全国大会2016「地域

医療再生フォーラム」の開催に当
たり、一言ご挨拶申し上げます。
初めに、本日お集まりの皆様に

おかれましては、日ごろから地域
住民の生命と健康を守るため、地
域医療の中核を担っていただくと
ともに、医療行政に関してご理解
とご協力をいただいており、この
場をおかりして心から御礼を申し
上げます。
さて、高齢化による急速に増大

する医療需要に対応し、地域の実
情に応じた医療を確保していくた
めには、医療機能の分化・連携を
進め、質が高く効率的な医療体制
と地域包括ケアシステムの構築を
図ることが喫緊の課題です。この
ような状況を踏まえ、厚生労働省
としては、平成26年に成立した医
療介護総合確保推進法に基づき、
地域の医療・介護を総合的に確保

していくための取り組みを進めて
おります。
まず、病床の機能分化・連携に
つきましては、昨年４月より都道
府県において地域医療構想を作成
していただいております。本年10
月末時点で30都府県が策定済みで
あり、今年度中には全ての都道府
県が策定する予定と承っておりま
す。厚生労働省といたしましても
地域医療構想の実現に向け地域医
療介護総合確保基金等による支援
等の取り組みを行ってまいりま
す。自治体病院の皆様におかれま
しても地域医療構想の策定と実現
に積極的に参画いただき、地域に
おける医療提供体制の確保に向け
てご協力いただきますようお願い
いたします。
また、本年10月に「新たな医療
の在り方を踏まえた医師・看護師
等の働き方ビジョン検討会」を立
ち上げ、今後の医療のあり方と、
それを踏まえた医療従事者の望ま
しい働き方について検討に着手い
たしました。医師・看護師等の偏
在是正につきましては、こうした
検討会における議論も踏まえ、さ
らに検討を進めてまいります。
医療提供体制の改革の動きは進
み、その取り巻く環境も変化する
中で、地域医療の中心的存在であ
る自治体病院の役割はますます重
要になると認識しております。地
域における必要な医療が確保され
るよう、皆様と問題意識を共有し
ながら、引き続きご尽力をいただ
きますようお願い申し上げるとと
もに、本日ご参会の皆様のご健勝
を祈念いたしまして、私のご挨拶
といたします。

平成28年11月22日、厚生労働省
大臣官房審議官 椎葉茂樹 代読
でございます。本日は誠におめで
とうございます。

座長あいさつ

■愛知県半田市長
中央社会保険医療協議会委員
榊原 純夫 氏
会場の皆様、こんにちは。愛知
県半田市長の榊原純夫と申しま
す。
愛知県半田市といいますのは、
名古屋の南にぶら下がっておりま
す知多半島という半島がございま
すが、その真ん中ほどにございま
す。面積が約47平方キロメート
ル、人口が約12万人。皆様方ミツ
カン酢という酢をご存じだと思い
ますが、その本社があります。愛
知県はそこそこリッチな自治体が
多いわけですが、私どもも交付団
体になったり不交付団体になった
りを繰り返しておりまして、財政
力指数がおおむね0.96ぐらいでご
ざいます。
私は中医協に１号側支払い側委
員として出席をさせていただいて
おりますが、公務の関係で余り出
席率がよろしくないのですが、
499床の第３次救急を担っており
ます半田市立半田病院という病院
の開設者でもございますので、
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1.5号側だと事前の先程の席で邉
見先生から言われまして、いつも
本当は医療行為に対して消費税か
けてほしいなというふうに言いた
いのですが、後ろに国保連の方が
いらっしゃいますので、殿中でご
ざるというような形で、「市長、そ
れは言ってはいけません」といつ
も言われております。ですから、
病院のことはよくわかっているつ
もりです。
病床が499床というちょっと理
解しにくい病床なのですが、実は
経営改革をやっているさなか、７
年ほど前ですが、自賠責保険の掛
け金が500床と499床で年間約800
万ぐらい違うことがわかりまし
た。その当時、本当はプライドを
持っていると500床のままであり
たかったのですが、499床にする
ことで年間その当時ですと800万
円ぐらい経費が浮きました。今ま
た係数の見直しがありまして、ほ
とんど同じになりましたけれど
も、それほど地方の病院は知恵や
汗を絞っているということの表わ
れでございます。
また、余り全国的にもやられて
いないのですが、私どもの病院は
50％が入院も通院も半田市民です
が、残る50％は周辺市町の方でご
ざいます。いわゆる差額ベッドを
市民と周辺の市町の方と少し料金
の差をつけました。これは私が市
長になってからやっていますし、
診断書も市民の皆さんに対して出
す診断書と市外の方に出す診断書
の値段も少し差をつけています。
かなり苦情が来ましたけれども、
その後おさまりましたんで、それ
ほど地方の自治体病院は頑張って

いるのだということをご理解いた
だきたいと思います。
少し長くなりましたが、今回は
診療側の皆さんの会合に座長とい
う立場で選任をいただきましたの
で、よろしくお願いいたします。
本日のフォーラムは、「我々が
中心となり地域を守ろう！！―地
域医療構想と地域住民のための医
療連携―」をテーマとして開催を
いたしております。今日我が国は
世界に類を見ない少子化・超高齢
化・人口急減という大きな課題に
直面をしております。そのような
状況の中で地方創生を実現するた
めには、地域医療の確保は不可欠
でございまして、医療提供体制に
ついては、医療機関の機能の分
化・連携を進めることとされてお
ります。自治体病院は地域医療全
体を俯瞰しながら、患者中心の効
率的かつ質の高い医療提供体制を
構築し、地域の医療介護ニーズに
的確に対応し、病診連携・医療介
護連携を推進するため主体的役割
を担っていくことが求められてお
ります。皆様方もご承知とおり、
自治体病院は地域住民の皆さんが
安心して暮らせるよう地域医療の
充実に向けて日々最大限の努力を
しているところでございます。し
かしながら、慢性的な医師不足、
看護師不足、地域偏在などにより
まして、大変運営が難しい状況が
続いてきております。
私の地元の愛知県におきまして
は、12の二次医療圏がございます。
私ども半田市が属します知多半島
医療圏は、人口10万人につきまし
て、病院・病床数及び医療従事者
は県の平均を下回っておりまし

て、特に療養病床数が非常に少な
い状況にございます。
地域はそれぞれが様々な課題に
直面しているわけですが、そのよ
うな中にあって、2025年に向けま
して地域医療構想の策定が今年度
の末までには全ての都道府県で行
われることとされております。構
想区域ごとに急性期から回復期、
在宅医療に至るまで、それぞれの
患者の状態に合った医療サービス
を提供できるバランスのとれた医
療提供体制の構築を目指すことに
なります。地域ごとに高齢化の状
況や医療資源の状況、病院の置か
れている環境などが異なることを
踏まえつつ、すぐれた先行事例か
ら知見を得つつ、今こそ自治体病
院関係者が力を合わせ、適切な医
療提供体制の構築に当って中心的
な使命を果たすときではないかと
いうのが今回のフォーラムの趣旨
でございます。
さて、本日はお二人の講師の方
からお話を聞かせていただきま
す。講演の１つ目の佐々木企画官
は、医療政策という厚生行政部門
と医師の養成という文部行政の両
方に通じていらっしゃいます。講
演の２つ目、栗谷先生は山形県立
の旧日本海病院と酒田市立病院を
統合し地方独立行政法人方式によ
って病院運営をされる中で、地域
住民に最良の医療を提供すべく
日々奔走をされておられます。新
日本海病院には酒田市というほぼ
私ども半田市と同規模の市が参画
しているわけでございますが、実
は私ども半田市が開設者となって
おります半田市立病院はただいま
改革の真っただ中にございますの
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で、お話を聞かせていただいて参
考にさせていただきたいというふ
うに思っております。本日は今後
におけます我が国の医療行政や医
療機関の医師養成の展望をお聞か
せいただいて、地域医療のあり方
を模索する上で有意義な会となり
ますよう、医療現場を預かる立場
からいたしましても期待をすると
ころでございます。
それでは、本日の進め方につい

て申し上げます。まず、文部科学
省高等教育局医学教育課企画官の
佐々木昌弘様を皮切りに、地方独
立行政法人山形県・酒田市病院機
構理事長の栗谷義樹先生にご講演
をいただき、その後、皆様からご
意見をいただくディスカッション
に入ります。ディスカッションで
は、ゲストに総務省、厚生労働省、
文部科学省の方々にお越しをいた
だき、また、実際の病院を経営す
る立場として全国自治体病院協議
会の参与で、私ども愛知県の小牧
市民病院事業管理者であられます
末永先生にもご参加をいただきま
す。地域医療構想の現状の動き、
地域における医療連携のあり方
等、問題点や展望につきまして皆
様に率直な討論をお願いしたいと
いうふうに思っております。どう
ぞよろしくお願いを申し上げま
す。ありがとうございました。

講演Ⅰ

■文部科学省高等教育局医学教育
課企画官
佐々木 昌弘 氏
文部科学省医学教育課の佐々木
でございます。本日は、11月22日、
「いい夫婦の日」という入籍に最
もふさわしい日に、私が強い愛着
を持つ自治体病院の先生方皆様の
前で、しかも手塩にかけて育てた
我が子のような思いのある地域医
療構想をテーマにお話しさせてい
ただく機会をくださいましたこと
に、西川会長、邉見会長を初めと
する皆様先生方に心からお礼を申
し上げます。
さて、今日は「地域医療構想と
地域住民のための医療連携」につ
いてお話をさせていただきます。
１枚目のスライドを分解します
と、まず「地域住民のための医療」

は、いわば先生方皆様そして私ど
も中央官庁にとってのミッショ
ン、つまり目的であり使命になり
ます。（スライド１）。そして、「地
域住民のための医療」の方法論と
して「医療連携」を進める。いわ
ばストラテジー（戦略）として医
療連携をどうしていくのかがあり
ます。さらには、このストラテジ
ー（戦略）に対して、具体的にど
う進めていくのか、タクティクス
（戦術）に当たるのが地域医療構
想、いわばデザインを描くのが地
域医療構想ということになろうか
と思います。
先ほど榊原市長からご紹介いた
だきましたとおり、私は昨年の９
月まではこの政策の担当者の立場
でした。この１年余り、例えば大
学病院、例えば医師・看護師とい
った人材養成という政策の利用者
の立場になって改めて気づいたこ
ともありますし、改めてこうすれ
ばよいのではないかと思いつくこ
とも多々ございます。その点を今
日はディスカッションをしなが
ら、同じ座標・指標を目指して先
生方皆様と進んでいきたいと思い
ます。
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さて、今日は「地域医療再生フ
ォーラム」ですが、私が前の地域
医療の室長のときに忘れられない
指摘がございました。それは邉見
会長から、地域医療構想を考える
上で、地域構想が不可欠な議論で
はないか。それがあってこそ地域
医療であり、地域医療構想、地域
医療再生ではないかという指摘を
いただいたのを今も鮮明に覚えて
おります。そして、この地域医療、
地域再生、地域ということを考え
ていくときに、先ほども申し上げ
ましたが、同じ視点、同じ指標・
座標を持つことが重要だと思いま
す。
自己紹介が遅くなりました。先
ほどご紹介いただいた経歴に加
え、私は秋田県横手市の出身です。
本日会場には市立横手病院の丹羽
院長もいらしていますし、今日は
ご欠席のようですが、市立大森病
院の小野院長も会員でいらっしゃ
います。ただ１つ残念なことは、
私は、初期研修は同じ横手でも厚
生連の平鹿総合病院であったのだ
けはちょっと残念なところです。
それでは、本日お話しさせてい
ただく内容を紹介します。まず、
医療行政がどのような推移を経て
今日に至っているのかです。次
に、今日の医療制度やまた地域包
括ケアシステムの論点となり得る
ものは何かです。最後に、地域住
民のための医療、そして、その医
療連携における自治体病院がどう
あるべきなのかです。これらのこ
とをプレゼンテーションさせてい
ただいて、その後のディスカッシ
ョンタイムのときに大いに議論を
したいと思います。

我が国の近代医療の夜明けは約
150年前、明治維新にさかのぼり
ますが、鎖国のころは漢方を中心
とした医学・医療でした。その後
幕末となり、まずは長崎の地でオ
ランダ軍医のポンペにより医療人
材養成、そして、近代医療・近代
医学が導入されていきます。
明治維新になりますと、戊辰戦
争の頃には、イギリスの軍医ウイ
リスが臨床重視の医療・医学を導
入していくことになります。先生
方皆様には釈迦に説法ですが、臨
床重視の医学教育とは、目の前で
苦しんでいる患者さんがいる。目
の前で傷ついている患者さんがい
る。でこの方は何が原因かという
ことを臨床推論をしていくという
のが当時のイギリス流の医学でし
た。しかし、戊辰戦争が終わり、
明治政府が確立されるにつれて、
結果的に我が国は当時世界最先端
と言われたドイツ医学を導入する
ことになります。当時のドイツ医
学の特徴は学問重視、学問の積み
重ねの上に臨床の医療があるんだ
という考え方でした。結果、我が
国はドイツ的な発想で、先ほど細
田先生からも医局という言葉があ

りましたが、学問の講座である単
位が臨床の人材派遣である医局と
密接に結びついた形でつい近年ま
で、一部現在でも我が国の医学教
育、そして、医療人材供給体制と
いうことになりました。もちろん
どちらが良い悪いということでは
なく、事実としてこのような変遷
をたどってきたということです
（スライド２）。
そして、昭和20年に戦争が終わ
り、GHQが我が国に進駐し、アメ
リカ流の公衆衛生の考え方が導入
されていくことになります。アメ
リカ流の公衆衛生を具体的に申し
上げると、単なる臨床医学ではな
く、先ほども目の前で苦しんでい
る患者さんがいる。じゃあその原
因となるのは何かということを申
し上げましたが、例えば栄養の問
題であったにしても、感染症の問
題であったにしても、そのさらに
先にあるのは環境要因が何なのか
とか、また、貧困が影響している
のではないかとか、こういったと
ころまで、つまり社会の仕組みま
で考え方を広げていこうというの
が70年前 GHQ が導入しようとし
た公衆衛生思想、そして、それに
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基づく医療であり医学教育でし
た。
この発想を受けて、医療法が昭

和23年の７月30日に公布されま
す。なお同じ日に、医師法、歯科
医師法、保健師助産師看護師法、
歯科衛生士法も同じ日に公布され
ました。五つ子ちゃんということ
になりましょうか。つまり、先ほ
ど申し上げました公衆衛生の思想
のもとに我が国の医療、そして、
医療人養成を進めようとしたとい
うことがここからも見てとれると
思います。
もともと医療法の担っていた役

割は、昭和23年制定当時は戦後の
荒廃した我が国にあって、医療機
関の量的な整備が急務であるけれ
ども、いかに最低限の質を確保す
るか、規準を設定していくのか、
具体的には施設基準や人員配置規
準ですが、これが昭和23年の最初
の医療法の目的でした（スライド
３）。
その後、昭和36年の国民皆保険、

昭和48年の老人医療費無料化とい
う時期を経て、昭和60年に、全国
的には量的整備については達成さ
れた。次は地域偏在の是正、別の

言い方をすると、医療資源の適正
配分、どう適材適所を進めていく
のかが30年前、昭和60年のころの
テーマになりました。そして、そ
の方法論として、病床規制を含む
医療計画制度が導入されていくわ
けです。
先ほど奥野先生を悔やむお言葉
がございました。歴史というのは
改めて引き継ぎながら、引き継が
れながら、次の新たな歴史を築い
ていくものだなということを痛感
いたしました。私がこの医療法で
痛感した「歴史は引き継がねば」

というのは、この昭和60年、最初
の医療法改正を受けて医療計画を
担当した当時の専門官が原徳壽と
申しまして、一昨年の医療法改正
のときの医政局長でした。30年前
に医療計画を導入した直接の担当
が局長となって法改正に臨んだの
が２年前の医療法、介護保険法と
いった一括法改正だったわけで
す。
その後の昭和60年以降の医療法
改正の歴史は、医療資源をどう適
正配分していくのかという歴史に
なります。ある意味で、平成９年
に成立し、平成12年に施行した介
護保険法も長期に療養が必要にな
った患者さんに対して、どう医療
資源を配分していくのかという点
で、財源も含めて新たに分配・配
分ルールをつくった法律というこ
とが言えると思います（スライド
４）。
このことを、医学部の定員の歴
史から見てみます。グラフに左端
が昭和36年のプロットですが、国
民皆保険の導入の年から定員は増
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加し、昭和48年老人医療費無料化
の年に、無医大県解消構想、１県
１医大構想を経て、量的な確保、
量的な整備を医療人材で図ってい
くという歴史がここからも見てと
れると思います。そして、先ほど
昭和60年の最初の医療法改正を説
明しましたが、その３年前、昭和
57年には医学部の定員抑制、つま
り量的な整備は目的が達成できた
という時代と、まさに医療法だけ
ではなく医学部の入学定員から
も、我が国の医療行政がいかに量
的な整備確保から医療資源の適正

配分にかじを切っていったかとい
うことが見てとれるかと思います
（スライド５）。
さて、先ほど細田会長から社会
保障と税の一体改革、そして、そ
の税の使途の話がございました。
社会保障と税の一体改革について
は、５年前の民主党政権のころか
ら３年前の自民党への政権交代を
経て引き継がれてきたテーマでご
ざいます。平たく言うと、先ほど
細田会長の話にありましたとお
り、税、つまり消費税を５％から
８％、10％に段階的に引き上げ、

そして、それによって得られる税
の増収分を全て社会保障、少子化
対策、医療制度、介護保険制度、
公的年金制度の４分野に全て使わ
れるというのが社会保障と税の一
体改革です（スライド６）。
一方で、事実上全ての国民が消
費税増税によって懐を痛めるわけ
ですから、実際にその税増収の配
分を受ける医療側や、また、介護
保険側も、この際モデルチェンジ
し、より消費税を納めてくださる
国民・住民の皆さんが果実を実感
をできるものにしようという一体
改革です。先ほど細田会長も明確
には触れませんでしたが、当たり
前ですが、消費税の増税は地方消
費税の増税と同義でございます。
恐らく自治体病院についても同じ
く地方消費税の増税分がどう住民
の皆さんに還元されるかというの
は大きなテーマだと思います。
そこで、医療そして介護を１つ
のセットとして２年前、先ほど申
し上げましたが、最初の医療法改
正の担当官が局長となって医療法
をとりまとめた医療介護総合確保
推進法が成立をいたします（スラ
イド７）。ここで目的としたのは、
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効率的かつ質の高い医療提供体
制。つまり有限である医療資源の
ことを考えると、質が高くあるた
めには適材適所、つまり効率的に
分配されないと、効率的でもない
し、質も高くならない。なので、
この効率的かつ質の高いというの
は、ある意味で方法論と目的論、
質を高くするという目的に対し
て、効率的に医療資源を分けてい
くという方法論という関係にもな
ります。
そして、単に医療提供体制の構

築だけでなく、また、単に地域包
括ケアシステムを構築するのでも
なく、それぞれが別々ではなくて、
ともにという同時に進めていくこ
とに制度改革の意義があります
（スライド８）。
次に地域包括ケアシステムで

す。当たり前ですが、地域で生活
するには住まいがあって、住民の
皆さんや家族がいます。２年前の
法改正は３年前の社会保障プログ
ラム法では介護保険法とセットだ
ったので、主語が「高齢者が」に
なっておりますが、塩崎厚生労働
大臣は高齢者ではなく地域包括ケ
アシステムを全ての年齢層につい

て適用していきたいという方針
を、例えば５月の経済財政諮問会
議、８月の厚労省の丸ごと会議の
設置に当って表明をしていらっし
ゃいます（スライド９）。
こういった「高齢者が」を「住
民」に置きかえてみると、例えば
「介護が必要になったら」の部分
は、子供であれば「教育」になり
ます。働き盛りの世代の方が療養
するとなると、これに「就労」と
いう言葉を置きかえることができ
ます。つまり、住まいがあって、
住民がいて、そして、ご本人の時

間軸を考えていくときに、それぞ
れの地域のプレーヤーが形を変え
ていきながら、場合によってはメ
ンバー、プレーヤーが変わってい
きながら、顔が見える関係を構築
していくことが地域包括ケアシス
テムの姿なのです。
この難しさは、昭和のころの厚
生省・厚生労働省であれば、モデ
ルを２つか３つ示して、このとお
りにやってくださいという行政を
するのが正解だったと思います。
なぜならば、未整備なわけですか
ら、未整備のときに何かをするに
はモデルを示したほうが効率的な
わけです。でも、介護保険ができ
てからもう12年たちました。最初
の医療法改正からも30年がたって
います。今地域にはそれなりの体
制、それなりのプレーヤーが、そ
れなりというと失礼ですが、育っ
ている中では、もはや特定のモデ
ルに向かって、これに変えてくだ
さいというのではなく、地域の実
情があって、それに応じて体制を
築くことのほうが効率的ですし何
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よりも参画意識が湧きます。押し
つけられ感がありませんから。な
ので、地域の実情に応じてという
意味は、みずからの手でやってい
いですと、かつてのようなこのモ
デルに沿ってやってくださいとい
う時代から厚生労働省も脱却をし
ますという意味がこの「地域の実
情に応じて」という言葉に込めら
れています。
実際地域包括ケアシステムに相
当する言葉は、平成17年の介護保
険法改正のころからありました。
そのときには、「地域の実情に応
じて」という言葉はありませんで
した。今回の法改正で明記された
「地域の実情に応じて」というの
は、今申し上げた意味が込められ
ています。
そして、何よりも忘れてはなら
ないのは、ややもすれば医療提供
体制にしても地域包括ケアシステ
ムにしても、提供側の視点になり
がちが、あくまでも地域住民が生
活をしている、その生活の中でど
う生活の一場面である医療や、生
活の一場面である介護を支えてい
くかという視点を持つことが重要
だということをこの間の法改正、
３年前から去年の議論の中では繰
り返し強調してきたところです。
次に、こうした歴史的、思想的
背景にあって、医療提供体制に何
を込めていったかをご紹介いたし
ます。
まず、冒頭で我々のミッション
は地域住民のための医療、そして、
そのストラテジーやタクティクス
で医療連携なり地域医療構想があ
るということを申し上げました。
そのタクティクスである地域医療

構想をより具現化していくために
様々なツールを用意しました（ス
ライド10）。ツールということを
考えたときに、物事というのはあ
る複数の参画者がいる場合、どう
しても一定の統治の仕組み、ガバ
ナンスの仕組みが必要になりま
す。このことを考えると、かつて
医療は大学病院、大学医局があっ
て、そして、昔の言い方をすると
ジッツ（関連病院）があってとい
う形の、昔の公民で習った言葉で
言うと、コンツェルン型になって
いて、大学を中心に枝分かれをし
ていきながら体制ができていくと
いうのが、かつてのもしかしたら
大学医局を中心とした医療だった
のかもしれません。しかし、平成
12年の医師法改正によって平成16
年から新医師臨床研修制度が始ま
ってから、なかなか昔のような形
での人材分配、人材供給の形はと
れなくなってきました。そして、
何よりも自治体病院など病院ごと
の経営努力によって、地域におけ
る医療のあり方というのが確立さ
れてきています。そうなると、新
たな統治の仕掛け、仕組みが必要
になります。そこで、考えたのが、

誰かの一声で物事の仕組みが決ま
るというのではなくて、データを
もとにして、つまり数字をもとに
してフラットに議論ができる、そ
の仕組みが必要だろいうというこ
とで各種制度の整備をしました。
病床機能報告制度を見てみまし
ょう。４つの機能からどれを選ぶ
かというのも大事ですが、一番大
きいのは、各病院がどんな医療を
行っているのか、今年度報告分か
らは病棟ごとのデータも共有でき
るようになります。また、どうい
うスタッフ、どういう医療機器を
有しているかも見える化を図るこ
とができます。つまり、その地域
におけるプレーヤーがどういう性
格を持っているのかが数字で共有
できる仕組みになっているのが病
床機能報告制度の、世界で最もす
ぐれているところです。ご案内の
とおり、世界にはこれだけのそれ
ぞれの病院が競争的に質を高める
中でどんなことをやっているかを
把握する仕組みはございません。
そして、もう１つ、地域医療構想
の本来の一番の売りは、患者さん
が将来どれぐらいの数になるの
か。しかもそれが病気ごとに、ま
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た、大体どれぐらいの重症度かと
いうのに近い数字として診療報酬
の入院基本料を除いた部分の出来
高換算の点数による区分を共有す
ることによって、漠然とした患者
さんの将来推計ではなく、より細
かい将来の患者さんの推計ができ
るということにあります。
そして、共有できる数字が固ま

ってくると、先ほどコンツェルン
型の話をしましたけれども、そこ
から先２つ考えました。１つは、
協議の場という、コンツェルン型
に対して言うとカルテル型と申し
ましょうか。つまり参加する人た
ちで話し合いをして決めていくと
いう意味で、協議の場を用意いた
しました。そして、このときの法
改正から１年３カ月後の昨年９月
の法改正によっていわばトラスト
型、緩やかに資本連携をする地域
医療連携推進法人、議論当初の言
い方で言うと非営利ホールディン
グカンパニー型法人でしたが、ど
うすれば鶴の一声的な統治の仕組
みではなく、より合理的で、そし
て、民主的な物事の決めるプロセ
スの導入をできるのかということ
で、協議の場や、スライドにはご
ざいませんが、地域医療連携推進
法人、コンツェルン型に変えてト
ラスト型やカルテル型のようなも
のを導入をしました。
さて協議の場を説明します。物

事というのはえてして総論賛成各
論反対になりがちですので、そこ
でイニシャルコスト分の負担や、
在宅も含めて関連する医療提供の
整備を地域医療介護総合確保基金
で誘導をする仕組みを導入しまし
た。ミクロ経済学的に言うと、金

銭的インセンティブの付与をした
ということになります。ちなみに
インセンティブの代表的な、ちょ
っと不適切な表現かもしれません
が安易なインセンティブは、金銭
的インセンティブと規制的インセ
ンティブです。そのある意味でプ
リミティブな金銭的インセンティ
ブ、規制的インセンティブを超え
る統治の仕組みをこまずは最上段
において、次に金銭的インセンテ
ィブをおいて、そうは言っても最
後の最後まで統治の仕組みができ
上がらない、なかなか話し合いや
基金だけでは進まないというとき
のために、知事の権限強化を法定
化しました。どんな場合に必要か
ということを想定しなければ、い
ざこの５番目、知事の権限強化の
段になって初めて「そんなことは
聞いていない」ということになり
ますので、１番、２番（病床機能
報告と地域医療構想）というツー
ルを使って、どうやって将来を読
み解くことができるのかというこ
とが分かれ目になります。

やや厳しいことを申し上げます
と、異動してから１年余り、今の
ポストなりに様々なお話を聞きま
すが、いまだに地域医療構想を単
に病床削減の道具と思っているの
だろうという指摘を聞くと、ツー
ルを使いこなせていないなと思い
ます。病床を減らさなくて先に何
が待っているのかというと、過剰
の投資、過剰の費用を負うことに
なります。例えば、前のポストの
ときによくこれを糖尿病教育に例
えてました。この数字のままだっ
たらニューロパシー起こります
よ。この数字のままだったら目に
来ますよと。なってからでは遅い
ですよね。予測可能な数字が目の
前にある。それに対して今の段階
でどう手を打つのかということに
こそ、厳しいけれども難しいけれ
ども、自覚症状はないけれども行
動変容しなければならないという
意味では、まさに糖尿病教育に近
いのかもしれません。
今までの流れを模式図にあらわ
したのがこのスライドですが、こ
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こから先はよくごらんになってい
るスライドだと思います（スライ
ド11・12）。これが病床機能報告
制度の報告項目ですし、４機能は
少なくとも平成26年改定、28年改
定では診療報酬と直接リンクをし
ないという政策でした。
地域医療構想は、先ほど申し上
げた病床削減ではなくて患者さん
の増減をどう見極めていくのかが
ポイントです（スライド13）。特
に先ほどの最初の医療法改正か
ら、逆に言えば駆け込み増床から
30年たちました。建てかえの時期
です。建てかえに当たりどれだけ
の病床数を考えるのか。また、５
年から10年で機器の買いかえがあ
ると思います。そのときにどうい
う器械の買いかえを考えるのか。
今までは恐らくデータがないまま
に経営判断するしかなかったの
が、今は少なくともパブリックか
らとれるデータが先ほど申し上げ
たとおりあります。そして、地域
医療介護総合確保基金もイニシャ
ルコストに対する財源として用意
がされていますし、先ほどの言葉
で言うとカルテル型の地域医療構
想調整会議も法律上の位置づけで

す。つまりここでの話し合いの決
定というのは、知事部局における
行政上の意思決定と同義というこ
とになります。なので、ここが最
大のポイントになるだろうという
ことです。
ここでやはりまだ気をつけるべ
きと思うのは、よくも悪くも2025
年、９年先を見据えているわけで
すから、物事を性急に進めようと
してもだめですし、のんびりと構
えていてもだめです。恐らく普通
物事の意思決定を考えると、最初
の１周、２周、３周ぐらいは様子
見をしますよね。だけれども、そ
れは漠然と漫然と様子見をするの
か、先を見据えてポジション取り
をしていくのかでは全然意味が違
います。ただ地域医療構想自体
が、ようやくそろいつつあるとこ
ろですので現実味はまだないかも
知れませんが、繰り返しますが患
者数のエンドポイントは決まって
います。エンドポイントの意味は
もう一つあって、時期のエンドポ
イントも決まっていますので、先
ほどのツールを使いこなしていた
だきたいと思います。
さて今の時代は、介護の動向を

理解しないと退院調整できないで
すよね。今２年目の第６期介護保
険事業計画では、在宅医療・介護
連携推進事業や、認知症の初期集
中支援チーム、さらには予算事業
だった地域ケア会議が法律事項に
なって、市町村では猛烈な勢いで
在宅医療との連携も含めた介護の
改革が進んでいます（スライド
14）。このことを視野に入れない
と、自治体病院は孤立した病院に
なってしまいます。
こうしたことが平成30年に向け
て来年１月からの、もう２カ月後
ですが、来年１月からの次期通常
国会に向けて厚生労働省では療養
病床や、また、ここにあります医
療介護総合確保方針の見直しが進
んできています。あらかたの柱書
きはもう出ています。そうした中
で、この数カ月急ピッチで次のさ
らなる手が政策が進んでいこうと
しております。
プレゼンテーションをする最後
のスライドはこちらになります
（スライド15）。２年前の法改正の
歴史的に大きな意味の１つは、国
民の責務を史上初めて規定したこ
とです。住民の皆さんが、文章が
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長いですが、地域医療の理解を深
めること、また、医療提供施設の
機能に応じて受診すること、そし
て、医療を適切に受ける、つまり、
受療行動、受診を適切にすること。
いかに住民の皆さんが参画者、住
民の皆さんもプレーヤーとなって
医療提供体制を築いていけるかと
いうのが大きな自治体行政のテー
マですし、そして、その自治体行
政の大事な大事な右腕である自治
体病院の役割だと思います。
私からのプレゼンテーションは

以上です。どうもありがとうござ
いました。

講演Ⅱ

■地方独立行政法人山形県・酒田
市病院機構理事長
栗谷 義樹 氏
本日このような機会を与えてい
ただきました全国自治体病院開設
者協議会の西川会長、全国自治体

病院協議会の邉見会長に心から感
謝申し上げます。どうもありがと
うございます。
当病院機構のあります山形県酒
田市でございます山形県庄内地方
は県の西部、日本海側に位置して、
山形市・秋田市まで約２時間の距
離で、神奈川県とほぼ同じ面積で
すが、人口は約30万人弱、神奈川
県の約26分の１でございます。し
かし、患者の流出率は５％以下で、
大変低くなっておりまして、一応
三次救急まで地域で整備しなくて
はいけないという地形学的な位置
にあります（スライド１・２）。
当法人は旧県立日本海病院と酒
田市立酒田病院の２つの自治体病
院が統合再編してできましたが、
その背景を示します。老朽化の進
んでいた市立病院の建てかえ計画
協議が進む中で、平成５年設立さ
れた県立日本海病院の経営難、庄
内二次医療圏に整備を求められて
いた三次救急の施設整備、そして、
二重投資の解消などを目的とし
て、平成18年９月に山形県知事と
酒田市長の合意のもとに誕生した
ものでございます（スライド３）。
その具体的な経過を示します。
市立病院は昭和44年の竣工で老朽
化が著しく、改築マスタープラン
策定後に改築外部委員会を立ち上
げましたが、この答申は、改築を
見合わせて県立病院と再編統合す
べきというものでした。これを受
けて市は山形県に両病院の統合申
し入れを行いましたが、これに対
して県は日本海病院を含む県立５
病院事業の外部監査を行い、その
答申を待って決定するという回答
でございました。半年後に出され
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た外部監査報告では、庄内地域に
ついては特に別項目を設けて、市
立病院改築外部委員会と同様の意
見書が提出されたわけでございま
す。これを受けて知事・市長は再
編統合に合意し、再編協議会を立
ち上げて、同時に、県庁内に県と
市の双方の職員からなる北庄内医
療整備推進室という特命部署が設
立され、急ピッチでその後整備が
進みました。合意から１年半後の
平成20年４月に法人設立に至った
ものです（スライド４）。
再編統合で議論となった点を示
します。両病院の医療機能調整の
ために両病院スタッフからなる３

つの部会と13のワーキンググルー
プを設立して、県立病院の急性期
中核機能、市立病院の回復期医療
機能を担うという基本構想を設定
されていましたので、その機能分
担と移行期間の業務調整などを協
議してきました。病床数は、県立
病院を118床増床して646床とする
こと、救命救急センターを設置す
ること、市立病院を286床減床し
て114床の回復期病床を整備する
ことなどが決められました。経営
体の選択は有識者委員会を設置し
て協議しましたが、その結果、一
般型地方独立行政法人で運営する
ことなどもこのときに決められま

した（スライド５）。
財務調整、運営費負担金の考え
方です。県立病院が抱えていた不
良債務は県が出資債25億円導入し
て解消し、県立病院の累積損失は
経営主体が変更されたときの資産
再評価額をもって解消できるとい
うルールで処理をしました。運営
費負担金割合は統合前の病床数に
応じて、県が57、市が43の割合で
拠出することなどが決められまし
た。
両病院の医師と市立病院の医療
職員は全員が法人正職員となり、
県の職員は３年間の移行期間は派
遣職員として扱い、その間に県に
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戻るか独法職員になるかを各自が
決めることになっていました。特
に看護職は当初９割以上が県に戻
るとの意思表示を示していました
が、派遣期間終了時には７割ほど
が独法に残る判断をくれましたの
で、当初特に懸念された看護師不
足は解消されることになりまし
た。山形県からも派遣期間を一部
延長して所定の看護師の確保に対
応してくれました。
この再編統合はこの前年に出さ

れた公立病院改革ガイドラインの
３項目、経営効率化、再編ネット
ワーク化、経営形態の見直しの３
点の全てを含むものだったので、

総務省からは様々なご指導とご支
援を頂戴しました。特に交付税の
５年間再編前の現額を維持するこ
とや、公立病院特例債、解体費用
の特別交付税措置、繰り上げ償還
などは、新法人の財務安定化にと
って大変有用なものとなりまし
た。５％から６％の利息について
の繰り上げ償還が認められました
ので、これで利払いは年間6,000
万円ほど軽減されました。統合前
年の市立病院は内部留保が48億円
ほどありましたので、これを退職
給与の引当金などに充てることが
できて、何とか初年度の資金繰り
をこなすことができました（スラ

イド６・７）。
現在の病院の姿です。急性期の
日本海総合病院は、ICU・HCUを
含む14病棟、27の診療科を有して
おり、平成27年の経常収益は191
億円でした。また、この春から
DPC Ⅱ群となっております。一
方、回復期医療を担う酒田医療セ
ンターは、療養期１病棟、回復期
リハ２病棟を持つ病院となり、昨
年の経常収益は11億円でした（ス
ライド８）。
次に、再編統合後の患者動態が
どうなったかをお話しします。再
編統合後に患者動態はかなり劇的
な変化を示しました。まず、延べ
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外来患者数は激減し、平成27年に
は統合前の両病院の合計より
17.6％減少し（スライド９）、新外
来患者数も約20％減少しています
（スライド10）。これは、統合が決
まった時点から、地区医師会と相
談しながら、両病院で抱える慢性
期の患者さん等について紹介を積
極的に行いながら機能分担を推し
進めたことが影響しています。延
べ入院患者数も同様に再編前に比
較して13.4％減少しましたが（ス
ライド11）、新入院患者数は８％
ほど増加に転じました（スライド
12）。
延べ入院患者数減少の最大の原

因は、平均在院日数の低下で、統
合再編前に比較すると６日近くも
短縮しています。一方、回復期患
者を主に担うことになった酒田医

療センターの在院日数は、フルオ
ープンした平成23年から一気に増
加することになりました（スライ
ド13）。
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手術件数は統合前よりも925件
増加し、これは庄内二次医療圏の
総手術件数の約65％ぐらいを占め
る数字です（スライド14）。
地方の病院はどこも医師、医療

職員の確保が大変ですが、次にこ
れについて述べます。医師確保で
すが、統合後に医師数はその前の
両病院を合わせた112人から103人
へと減少しました。しかし、これ
は予想された数字よりはかなり少
ない数で、医師派遣元であった山
形大学と東北大学との綿密な連携
のもとに人事調整を行ったことが
大変効果的に働きました。医師数
は平成23年度から増加に転じ、今

年度初めには研修医を含むと145
人程度までふやすことができまし
た。結果的には医師数は再編統合
を行った結果30人以上増えたこと
になります（スライド15）。
医師確保については、山形大学
との間で一体的に卒前実習を行う
体制を構築しており、後期研修も
大学との協定で積極的に受け入れ
ています。統合による医師数の増
加で交代して休めるようになりま
したし、さらに平成25年度から短
時間正職員制度を導入し、院内24
時間保育所、病児病後児保育所な
ども整備しました。医師数増加の
一番の要因は、統合再編により周

辺からも利用者数が増えて、症
例・手術件数が増加、高度医療機
器等の充実等が経営改善に伴って
充実されたことが一番の原因では
ないかと考えています（スライド
16）。この数年は初期研修マッチ
ングも11名の定員のフルマッチを
継続しており、この中から後期研
修に入る医師たちも出てきており
ます（スライド17）。
医師数の増加は周辺の医療機関
への支援を可能としておりまし
て、従来大学で持っていた地域で
のハブ機能を持ち始めておりま
す。当独法には就業規則に兼業禁
止の規定はありません。平たく言
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えば、これに抵触しなければバイ
トの可能な病院ですので、幾ばく
かの収入増にも結びついて、これ
も多少は有効に働いていると考え
ております（スライド18）。
女性医師支援制度についての整
備状況です。当法人の女性医師数
は現在23名、16％程度ですが、短
時間正社員制度は2013年に整備し
ました。実質労働時間が週30時間
を維持できれば、社会保険が適用
される短時間正職員として採用し
ております。ほかに、先に述べた
24時間保育所、病児病後児保育な
どのほかに、育児・介護のフレッ
クスタイムも設けているので、女

性医師には評価が高いと自負して
おります（スライド19）。
平成25年から改正労働契約法が
施行されていますが、期限の定め
のない雇用ルールを適用して、
2014年から正職員と臨時職員の中
間にスタッフ職員を配置しまし
た。２年以上継続勤務の臨時職員
の中から選抜してスタッフ職員と
して採用しております（スライド
20）。
臨時職員とスタッフ職員の違い
を示します。スタッフ職員は継続
雇用、60歳定年で再任用の規定も
あり、フルタイム、月給制で、賞
与もございます。扶養手当も正職

員と同様ですが、違いは退職金の
有無だけです。この制度はとても
喜ばれて、２病院合計で46人を採
用していますが、人件費の増加分
は１億1,000万程度でした。しか
し、医事クラークなどのスタッフ
職員は特に頑張って働いてくれる
ようになって、投資分の成果は十
分あったものと考えております
（スライド21）。
さらに業績手当制度をつくりま
した。前年度の総収支が黒字で、
その年度も黒字が見込めることが
支給条件で、支給額は営業黒字の
３分の１以内と決めています。こ
れは臨時職員の人たちにも定額で
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支給され、当然ですが、とても喜
ばれて、労組と良好な関係を築け
ている要因にもなっています（ス
ライド22）。
経営状態の変化について述べま

す。先に述べた財務安定化の続き
になりますが、統合再編により、
薬品・診療材料の共同発注と在庫
減、効率運用を組織的に行った結
果、材料費は統合初年度に約２億
2,000万削減され、委託契約の全
面見直しで初年度１億を超える削
減、統合初年度から経常黒字を出
すことができました。次年度から
は医業収支でも黒字となり、統合
初年度の平成20年の経営改善効果

は約15億円と推定されております
（スライド23）。
急性期基幹病院としての日本海
総合病院経営概況を再編前と８年
後の昨年度で比較したものでござ
います。病床数は1.2倍になりま
したけれども、営業収益は2.1倍
に大幅に改善され、昨年の営業利
益は９億1,000万円でした。なお、
この中には引当金８億8,700万年
が費用に計上されており、４億円
超となる長期前受金戻入は収益に
含まれていません（スライド24）。
法人発足以来の形状損益の推移
を資料に示したものです。青色の
日本海総合病院は、統合以来順調

に経常黒字を計上することができ
ていますが、酒田医療センターは
それまで分担していた急性期の患
者を日本海総合病院へ移す作業と
改修工事の関係で平成23年度の移
行期には大きな赤字を出すことに
なりました。しかし、その後徐々
に経営状態が改善してきており、
昨年度は法人全体、緑色の部分で
すけれども、過去最高益の黒字を
出すことができております（スラ
イド25）。
日本海総合病院の再編前と昨年
度決算を比較した各財務指標の比
較です。独法はみなし償却ができ
ませんので、そのまま経費に計上
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され、減価償却が再編前より大幅
に増えています。公立病院会計基
準の改定により長期前受金戻入が
認められていますが、独法に適用
されるのかどうかは明確ではない
ので、当法人では先ほどお話しし
たように戻し入れ処理はしており
ません。入院単価、外来単価、そ
れから、病床回転率と在院日数の
変化を見れば、再編前後の業務構
造の劇的な変化がおわかりいただ
けるかと思います。経常収支に占
める繰入金比率は統合直後から１
桁台を維持し、昨年は7.7％でし
た（スライド26）。
内部留保金の推移を示します。
統合時の市立酒田病院内部留保は
繰り上げ償還等に一部充てられ、
統合初年度末は余り余裕がありま
せんでしたけれども、平成27年度
末で135億円強まで積み上がりま
した。中期計画期間の８年で約
130億円ほど留保されたことにな
ります。
地方独立行政法人は運営自由度
が高くて、迅速な運営方針決定、
あるいは、強いガバナンスなど有
利な点でございますけれども、運

営経費では直営自治体病院にない
費用がございます。１つは、雇用
保険の事業主負担で、これは直営
自治体病院ではございませんけれ
ども、独法では負担しなければな
りません。この８年の負担額は３
億8,000万円強でした。また、医
療事業に係る以外の施設について
は固定資産税が課税されます。保
育所、レジデント住宅、看護師住
宅などで、当法人では８年間で
6,000万円ほどでした。固定資産
税は地方税ですので、繰入金を拠
出する一方で、その運営に必要な
施設に固定資産税を課税されて、
開設者にまた納税するというのは
腑に落ちませんけれども、どなた
かこの辺をご説明できる方がいれ
ば、ご教授いただきたいと思いま
す。
次に、当地区で運用されている
地域 ICT であるちょうかいネッ
トについてお話しします（スライ
ド27）。資料に当院の紹介・逆紹
介率を示しましたが、2012年の11
月に地域医療支援病院を取得しま
した。2014年から地域医療支援病
院の認定要件が変わって、計算式

が若干それまでと違っています
が、ほぼ安定的な数字を確保して
ございます。
病診連携には地域連携インフラ
のちょうかいネットが大きな働き
をしています。これは ID-Link
を利用した庄内地域の医療連携ネ
ットワークの愛称です。複数の病
院のシステムを同意を得た患者さ
んをキーとして検索して一覧とし
て表示させるシステムでございま
す。患者さんが情報開示病院にか
かっていなくても、様々な連携を
とることができます。例えば在宅
医療を行っている先生ですと、診
療所と訪問看護師との間で
ID-Link を介した医療情報の共有
が可能です。薬局との連携はこれ
からの課題ですが、事業計画とし
ていろいろ考えてございます（ス
ライド28）。
当院でちょうかいネットに公開
している内容です。診療録、処方、
注射、患者バイタル、入院サマリ
ー、放射線画像、レポート、検査
結果、地域連携パスのファイルな
どです。ちょうかいネットへ参加
する開示病院は診療録の全面開示

全自病協雑誌第56巻第２号148 （295）

500

スライド26

・ちょうかいネット
ID-Linkを利用した、
庄内地域医療情報ネットワークの愛称

・ID-Link
地域医療連携ネットワークサービス

-複数の病院のシステムを、患者をキーとして検索し、
一覧にして表示させる。

-しかも、患者に共有用の固定ＩＤをもたせ、医療従事者
が意識することなく患者情報の共有を可能にしている。

愛でリンク

スライド27



を義務づけております。画像に関
しては DICOM データのダウン
ロードを許可するかしないかの設
定ができますけれども、ちょうか
いネットでは全てダウンロードを
許可しております。
協議会の体制図を示します（ス

ライド29）。地域医療連携パス検
討委員会とシステム構築検討委員
会が実働部隊として働いていま
す。運営に当たりましては、地域
医療再生資金、緊急雇用創出事業、
医療連携体制推進事業を活用させ
ていただきました。
情報開示施設と参照施設の状況

です（スライド30）。診療所の利
用は順調に伸びておりまして、参
照施設に登録している診療所88カ
所のうち62診療所が実際にこれを
使用しているということです。訪
問看護ステーションの利用がこの
１年で増えてきて、また、介護支
援センター関連施設の登録が進ん
で、21施設が参加しております。
登録患者の総数は本年５月で２万
人を超えましたが、その後も現在
増え続けております。５月時点で
庄内の人口の7.6％が登録してい

るということになります（スライ
ド31）。月別の項目別アクセス数
を示したものです（スライド32）。
公開されるコンテンツのうち最も
クリックされる頻度が高いのは、
圧倒的に診療録で、他のコンテン
ツの100倍を超えて参照されてい
ます。病院医師がどのような判断
で診断に至って治療を選択し、そ
の結果どうなったのかということ
が最も知りたい情報であるわけで
す。したがって、診療録の全面開
示は ICT を運用するには必要不
可欠なものというふうに考えてご
ざいます。
診療所の先生から、ちょうかい

ネットの利点をお聞きしました。
入院期間中でもリアルタイムに状
況を知ることができる、入院中の
経過を正確に知ることができたの
で、退院後逆紹介に自信を持って
対応できるようになった、患者さ
んが病院を受診したときに簡単に
正確な診断名がわかるが、逆に患
者さんやご家族が病院から聞いた
話が相当に不正確で誤解が多いこ
とに驚いているというような話が
ございました。病院での診療に参
加することができたケースが実際
にありましたし、水平方向の病診
連携を感じるといった、やはり診
療録の開示による効果が大きいと
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参加施設数
１例以上
登録している
施設数

登録患者数
（人）

情報開示施設 6 6 15,828（総数）
日本海総合病院 14,869
荘内病院 3,396
本間病院 1,901  
庄内余目病院 345
酒田医療センター 155
Net4U -

参照施設 177 110 平均
病院 7 7 61 ～ 660 314
診療所 88 61 1 ～ 1607 225
歯科診療所 14 11 1 ～ 13 4
薬局 13 6 2 ～ 7 5
訪問看護ステーション 4 4 11 ～ 148 63
老健施設 6 6 40 ～ 155 230
介護支援センター関連 29 15 1 ～ 34 9

情報開示病院と参照施設数
2015年9月1日現在

地域外病院

実質参加施設

スライド30

多施設連携

病院(開示) 診療所(参照)

訪問看護ステーション(参照)薬局(参照)

訪問看護師と医師
との情報共有

メール通知機能

医療情報共有
双方向通信は可能

病院 診療所

特養、老健、ケアマネジャー

所見の記載
も可能

介介護護施施設設、、職職種種にによよっっててはは参参照照ココンンテテンンツツをを一一部部制制
限限
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いうことがこの意見から読み取れ
ます。
ちょうかいネットの利用促進に
向けての取り組みを示します（ス
ライド33）。先ほどお話ししたよ
うに、一番重要なことは診療録の
全面開示ですが、ほかには、
DICOMデータのダウンロード許
可や日本海病院の診察予約、CT・
MRの予約をシングルサインオン
でとれるようにもしています。
EMS 機能の設定ですが、これ
により緊急時に連絡先病院のデー
タを参照することができます。
EMS 機 能 と は、Emergency
Medical Service の略ですが、連
携施設の患者 ID 番号が判明して
いる場合、その入力する欄に患者
ID に @ems と入力することによ
って、緊急対応での開示を許可し
ている施設の診療情報の取得開示
を自動的に行う仕組みです。現在
EMS 機能による連携は４病院間
で機能しており、一部二次医療圏
をまたいで運用されています。
症例を１つご紹介します。患者
さんは最上医療圏の新庄市の77歳
の男性ですが、2013年暮れに背部
痛で発症して、県立新庄病院で
CT で胸部大動脈瘤の破裂と診断
されました。当院へ受け入れ打診
があり、EMS機能を使い、最上医
療圏のもがみネットというサーバ
ーへ接続して画像を参照したとこ
ろ、ステントグラフトの内挿術が
可能だと診断され、10時40分に救
急車が新庄病院を出発。同時に日
本海総合病院から新庄病院の
DICOMデータをダウンロードし
て、これを ZIOstation2という三
次元医療画像を構成するワークス
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スライド32

利用促進に向けた取り組み
１）診療録の全面開示

ちょうかいネットでは診療録全開示を義務づけ

２）DICOMデータのダウンロード許可
可能な限り、医療情報を提供する。
DICOMデータは、診断のためには不可欠

３）ノート記載時のメール通知機能
４）参照施設からの医療情報提供

診療所の電子カルテ情報をアップロード
在宅医師、訪問看護師、ケアマネがノートに記載

５）EMS 機能の設定
協議会毎の設定

６）日本海総合病院の診察、CT・MR予約（12月から稼働）
ちょうかいネットからシングルサインオンで診療予約取得
診療情報提供書作成も可能
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テーションへ送って、その画像を
取り込み、グラフトのサイズの計
測まで患者さんが来る前に終えて
しまいました。グラフト挿入術の
準備がすっかり完了したのが11時
10分ですので、救急車が到着する
よりも１時間早く全ての準備を終
えることができたということで
す。この患者さんは順調に手術を
終えて退院されました。
このほかに酒田市にある庄内検

診センターとの連携に取り組みま
した（スライド34）。酒田市と協
議し、酒田市国保の検診データを
開示することが可能となっていま
す。昨年のデータですが、受診件
数は５万人弱で、そのうち酒田市
国保分が9,561件、全体の20％で
した。この中で患者さんの同意が
あれば、検診データをちょうかい
ネットで運用するということにな
ります。ID-Link の検診というと
ころにアイコンが表示されます
が、画像一覧をクリックすると、
過去５年分の画像と検診データが
全て縦覧できるという機能です。
これは二次検診を行った場合のム
ダな検査を節約できるという可能

性が高いと思われますので、実績
を検証の上、進めていければいい
と思っております。
ID-Link に係る導入と維持費を
示したものです。ID-Link の導入
に際しては、様々な部門システム
の接続が必要ですが、今後地域連
携システムの発展を考えた場合
に、標準化による低コストが非常
に重要だと考えます。現在当院で
は心電図、内視鏡画像は接続して
いませんけれども、これからの課
題として事業計画はされてござい
ます。標準化されていればコスト
は余りかからないものと考えてい
ます。
次に、法人が抱える今後の課題
についてお話しします。庄内二次
医療圏は北の酒田地区、南の鶴岡
地区から構成され、人口10万人に
対する医師数、看護師数、薬剤師
数とも山形県の平均を下回ってお
りまして、医療資源の不足が慢性
化している地域です。現在の医療
提供体制と需要が今後どのように
変化して、どのように対応すべき
なのか、考えあぐねているところ
です。また、当法人は平成17年の

合併で酒田市に入った旧八幡町が
運営する現市立八幡病院の46床の
病院の独法編入を市が決定しまし
たので、これも今後の課題となっ
ております（スライド35）。
今後の地域の最大の課題は、全
国津々浦々の地方と同様、過疎化
と高齢化です。かつて昭和30年の
庄内地方は人口が37万6,000人、
高齢化率が５％で、出生率は
18.5％でした。平成25年の現在で
は、人口が28万5,000人、９万人も
減少したということでございま
す。高齢化率は31％、６倍になり、
出生率は6.6％まで落ち込んでい
ます。これに応じて、2025年の庄
内二次医療圏基幹病院患者数は、
17年比較で約８％減少すると推測
されており、実際に北庄内からの
患者数は緩やかな右肩下がりでこ
の数年間減少し続けています。経
営状況が何とか維持されているの
は、統合再編によってこれまでよ
り広域からの患者流入があるから
で、これも数年以内には天井を打
つと予想しています。
地元の山形大学医学部は関連団
体とで構成する蔵王協議会という
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組織をつくっています。ここで山
形大学医学部医療政策学部と協力
し医療施設部会というのがありま
すが、このワーキンググループが
出した答申をここに示します。人
口減少下における患者減少、高齢
化に伴う在院日数の長期化圧力の
中で、現状の体制のままでは診療
機能も経営もうまくいかなくな
る。真に急性期医療を担う地域医
療体制を確保するためには、急性
期の集約化とそれ以外の病院機能
の見直しが不可欠であると結論づ
けています。あわせて、解決の方
向性として、非営利を厳正化して
地域独占をある程度許容するこ
と、運営主体が独立したままの機
能分担・連携は経営上の利害がぶ
つかるためうまくいかないと結論
づけています。病院単独ではな
く、地域で必要な地域医療体制の
ための費用を効率化できる仕組み
が必要で、そのためにはこれまで
のような医療機関同士の際限のな
い消耗戦を続ける愚かなことはも
う終わりにすべきだというのが私
の意見です。
今後の課題ですけれども、最大

の問題の、過疎化・高齢化、それ
についての私見をここで述べまし
た。今のところは健全経営と言え
る状態ですが、持続性については
全く見通しが立ちません。再編統
合で規模は拡大しましたけれど
も、縮小均衡戦術が困難となりつ
つあります。地域に根づく新たな
地場産業は育たず、このまま少子
高齢化・過疎化が進めば、新たな
再編がない限り早晩の事業縮小は
避けられません。現在の運営スタ
イルは数年以内に限界を迎えて、
その後は行き詰まると個人的には
予測しております。
今後は医療機関単体での経費管
理は困難となり、地域全体で医
療・介護にかかる費用管理が必要
とされる時代に入るように思いま
す。対応がおくれると地域医療・
看護の提供体制は破壊的なクラッ
シュに陥りかねず、時間は余り残
されていないと思います（スライ
ド36）。
最後に、これ、言わないでおこ
うと思いましたけれども、言わな
いと、先に進めないような気がし
たので、あえてお話しします。

当院の営業費用に占める材料費
の比率推移です（スライド37）。
平成26年から薬剤費比率が急に上
昇しているのがおわかりいただけ
るかと思います。この原因は2014
年あたりから出た高額の新薬が原
因で、特に昨年は慢性新型肝炎や
肺の小細胞肺がんの新薬による影
響が大きいもので、現在も続いて
おります。
高齢化に伴って循環器系の疾患
が増えていますが、その医療費が
どの程度のものなのか、ここで病
院関係者以外の方に示しておきた
いと思います。これは急性心筋梗
塞、不安定狭心症に対する経皮的
冠動脈形成術に対する手技料と材
料費の価格でございます。急性心
筋梗塞に対する経皮的冠動脈形成
術の手術手技料は、示したように
22万から32万ですけれども、形成
用のカテーテルは１本67,300円、
再狭窄抑制型ですと17万円ぐらい
かかります。しかし、専門家の意
見によれば、形成術は再狭窄の可
能性が極めて高い治療で、繰り返
し治療が必要になるケースがかな
り多いというふうに聞いておりま
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す（スライド38）。
次に、同じ疾患の経皮的冠動脈

ステント留置術に対する手技料・
材料費です（スライド39）。手技
料で21万から34万以上、ステント
セットで17万から26万ほどの価格
です。問題なのは、心電図で軽微
な変化の高齢者や維持透析の患者
に対して、適用に首をかしげるよ
うな症例にこのような高額医療を
無分別にやられると、医療財政の
破綻はすぐ先にやってくるという
ことです。実際に傘下にある介護
施設から高齢者が少しでも症状が
あれば直ちに入院させて、心電図
に少しでも所見があれば PCA を

行う。利益優先としか思えない医
療機関は現実に存在しています。
このような医療機関を管理する方
法が見つからなければ、医療財源
のさらなる枯渇に拍車がかかるこ
とは明白です。
これは93歳女性に閉経後の骨粗
鬆症という診断で加療している患
者さんへ、ボンヒバという注射薬
を使用した１カ月の請求書です
（スライド40）。アルツハイマー病
と褥瘡の病名もついているので、
寝たきりかそれに近い状態と思わ
れますが、この状態の超高齢者の
骨粗鬆症治療にどんな意味がある
のでしょうか。この月の請求額は

９万円を超えます。国民年金の平
均支給額が５万4,000円前後です
ので、93歳のアルツハイマー、寝
たきりの高齢者の骨粗鬆症治療に
国民年金１人平均支給額の２カ月
分が使われていることになりま
す。この種の請求を見るたびに、
この国が抱える異様さと国の医療
財源破綻が皮膚感覚で迫ってきま
す。
次に、当院で導入しているCT・
MRI・リニアックにかかる費用で
す（スライド41）。このスペック
の機器導入で一般的な更新期間を
超えて12年間使用するとしての試
算です。機器を入れるための建屋
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などを経費から除いても、12年間
引っ張った場合の総費用額は13億
円を超えます。建屋を加えれば、
恐らく20億近くになるでしょう。
一方で、我が国の高額医療機器
はほとんど計画配備されているこ
とはなく、ほぼ野放しの状態です。
スライドはある論文から引用した
人口100万人当たりの CT と MR
の台数と放射線科医師の医師数の
各国の比較です。我が国の場合、
突出して台数が高く、放射線医師
が極端に少ないことがわかりま

す。このような大きなミスマッチ
は我が国特有の現象だと著者は述
べています（スライド42）。
スライドは財務省ホームページ
にある我が国の一般会計税収と歳
出総額及び公債発行額の推移です
（スライド43）。歳出の６割程度し
か税収のない国が継続して公債が
発行できる状態が続くはずがない
ことは明らかで、現場の懸念は迫
りくる破綻への予兆・予感から来
るものと考えております。
これが最後のスライドです。今

後の地域医療管理は少子化、高齢
化、過疎化、さらに財源難がすぐ
にそこまで来ている近未来を乗り
切るための壮大な撤退戦と言えま
す（スライド44）。地方の医療機
関が単体で経費管理ができた時代
は終わりを迎えており、地域全体
でこれを管理できるリーダーと、
それを可能とする制度設計や社会
認識の共有、団塊の世代がこの世
を去る今後15年から20年の歴史上
経験のない時代を乗り越える仕組
みが必要だと思います。過疎化に
より地方はこれから大縮小時代を
迎えることになりますが、これま
でのやり方を維持するためだけに
地域の資本・資金を際限なく流出
させる地域に未来はなさそうに思
います。病院は製造業ではないの
で、地域を本来の意味で活性化す
ることは困難ですけれども、医療
は地域の資本流出には深く関与し
た産業でございます。これから
先、私ども地域の医療介護に責任
を持つ者として、数少ない医療資
源を糾合しながら、次の世代に少
しでもいいものを残せる仕組みを
地域でつくっていきたいと考えて
おります。ご清聴ありがとうござ

全自病協雑誌第56巻第２号154 （301）

CT MR 100

スライド42

2016HP

スライド43

.

スライド44



いました。

討論

榊原座長 それでは、これより
討論に入らせていただきます。ゲ
ストの方にお越しをいただきまし
たので、順にご紹介をさせていた
だきます。総務省自治財政局準公
営企業室長の植村哲様、厚生労働
省医政局地域医療計画課長の佐々
木健様、先ほどご講演をいただき
ました佐々木企画官にはゲストと
しては文部科学省の立場としての
ご発言をいただきたく、お願いを
申し上げます。ディスカッション
後、それぞれ一言ずつご感想をい
ただきたいと思っておりますの
で、あわせてよろしくお願いを申
し上げます。
討論のテーマは、「我々が中心

となり地域を守ろう！！―地域医
療構想と地域住民のための医療連
携―」であります。後ほど会場の
皆様方からもご発言をいただきた
いと思います。
まず、限られた時間でプレゼン

テーションをお願いいたしました
ので、両先生、補足説明がありま
したら、よろしければ、一言ずつ
お願いできますでしょうか。後ほ
ど末永先生からも全自病の病院と
して一言お願いしたいと思ってい
ますので、よろしくお願いいたし
ます。それでは、佐々木企画官様、
よろしくお願いいたします。
佐々木企画官 文科省の立場で

すので、お手元の資料の私が先ほ
ど用意した資料をご覧ください
（スライド１）。年末までに検討す
べき医師偏在対策という厚生労働

省の資料ですが、その下にあるよ
うに、この十数年医学教育改革が
急速に進んでおります。先生方皆
さんご存じの方も多いかと思いま
すが、まず、平成13年、15年前に
は、モデル・コア・カリキュラム
というという学習指導要領のよう
なものができました。ご案内のと
おり、憲法23条、学問の自由は特
に高等教育、大学教育においては
教授の自由も認められている中
で、あえて約80の全ての医学部で
同じように医師養成の質を保証し
ようということで、このモデル・
コア・カリキュラムが策定されま
した。
その後さらに医学教育の改革を
進めるために、先生方皆さんのと
ころでも臨床実習の学生さんがお
世話になっていると思いますが、
臨床実習に出る前に国家試験のよ
うな知識を問う試験である CBT、
さらには国家試験にない技能・態
度を問う OSCE と呼ばれる試験、
これを10年前、平成18年には全て
の大学での導入にいたりました。

その後さらには臨床実習に向け
てどこまで医行為を学生さんがで
きるのか。これは厚生労働省は平
成３年に規準を示しております
が、より精査する形で平成26年、
翌平成27年12月に医行為の水準策
定をしております。
さらには、今オンゴーイングな
取り組みといたしまして、平成32
年（2020年）に向けて、先ほどの
OSCE、技能・態度を評価するも
のを臨床実習終了後も全ての大学
で行おうと取り組んでおります。
また、2023年に向けて国際水準の
医学教育の認証を目指して、今年
度まず JACMEが、日本の認証組
織であることをWFME（世界医
学教育連盟）に認定してもらい、
WFME に認定された JACME が
80、来年には82になりますが、全
ての医学部が審査を受け、国際水
準に向けて、ある意味で大学が自
腹で質の保証をしようとしていま
す（スライド２）。
こうした中で自治体病院に就職
する医師、また、実習でお世話に
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なる学生さんも多いと思います
が、この一連の取り組みの中で、
スライドにありますとおり、現在
邉見会長にもご参加いただいて６
年ぶり３回目の、先ほど申し上げ
ましたカリキュラムの改定を行っ
ております（スライド３・４）。こ
れらの更なる改革により、臨床実
習の時間が恐らく１、２カ月程度
ふえます。となると、一層先生方
皆さんの病院でお世話になる機会
もあると思いますので、まさに住
民のためになる医療、地域住民の
ための医療を現場で教えていただ
くようお願いいたしまして、文部
科学省の立場で私からのコメント
としたいと思います。
榊原座長 佐々木企画官様、あ
りがとうございました。栗谷先
生、よろしければ。よろしいです
か。それでは、末永先生、お願い
いたします。
末永先生 今日聞いておりまし
て、いろいろ思うところもあるわ
けですが、実はその前に、10月に
富山で全国自治体病院学会があり
ました。そこの中で私も座長とし
て参加したのがございまして、そ
れは、「未来を見据えた医療・介

護・福祉との連携」という部門で
座長をしたわけです。そのときに
私思いましたのは、今日は地域医
療構想の部分の話がちょっと出て
いますが、地域包括ケアの部分に
ついては余り出ていなかったわけ
ですが、実は医療資源が非常に乏
しいところ、例えばそれは具体的
に言いますと、そのときの発表し
ていただいた南砺市民病院とか黒
部市民病院があったわけですが、
そういうところは医療資源が乏し
いから、もう地域包括ケアという
のはでき上がっていると言いまし
ょうか、やらざるを得なかった。
それは公だけではなくて民間と
か、あるいは、多職種の連携の中
でのそういうものができ上がって

いるわけです。
一方、今の地域医療構想を作っ
ておりますが、ここの中で感じま
すのは、形だけ今つくって、本当
はこれからどうするかということ
についてかなりいろいろ調整会議
等で話が出てくると思いますが、
その中では、実は地域包括ケアが
まだ抜けている中での話になって
いるわけです。そういうところ
で、少し地域包括ケアと地域医療
構想を結びつけるような形でない
と、生きた構想ができてこないの
ではないかということをまず感じ
ているということを申し上げたい
と思います。
それから、今日はお二方の先生
方のお話を聞いていまして、例え
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ばコンツェルン型の協議の場、そ
ういうもので地域医療連携推進法
人、そういうようなことを考えて
いくということがございました。
地域医療連携推進法人という、こ
ういうホールディングカンパニー
的なものというのは、私が思って
いますのは、１県１大学みたいな
ところだったら進めやすいかもし
れないということと、やはり医療
資源の乏しいところではそれをや
らざるを得ないという部分もある
のではないかというふうに思いま
すが、一方で、今日実は先ほどの
栗谷先生の資料で、言葉では述べ
られませんでしたが、医療機関間
の役割分担・連携というのは口先
だけのきれいごとで実現困難とい
う、まさにこれ、そういうところ
があるのです。例えば隣同士の市
の市民病院同士でも、やはりそれ
はライバル関係にあるわけです
ね。そういう中でこういう話をど
う進めていくかということはなか
なか難しいけれども、それでも進
めていかなくてはいけないのでは

ないかなというようなことは感じ
ております。
それから、先ほどの栗谷先生の
お話は当初の改革プラン、第１回
目のですね、それが非常にうまく
いって再編できたというような、
そして、経営状況も物すごくよく
なった。それ以上に高度医療がで
きるようになったというようなこ
とで、これはすごいことだなとい
うことをお伺いしました。
ただ、最後のところで、これは
確かに私も思うのですが、今まで
経営的にはほとんどのことを私の
病院でもやり尽くしている感じが
するわけです。これ以後何をする
かというのは、これからさらに診
療報酬で厳しくなってくる。そう
いう中で何をするかということを
非常に私も困ったりしているとこ
ろがあります。これは新しい政策
に対してうまく乗っていくしかな
いなということは思うわけです
が、でも、まだ政策そのものも方
向性がはっきりわからないという
ところもあって、非常に苦労して

います。
そういう中で、一番最後、非常
にわかりやすいのですが、これか
らは撤退戦だというふうに言われ
ました。私は非常によくわかるん
だけれども、でも、撤退するわけ
にいかないねというところもある
わけですね。でも、やはりある部
分は縮小していかなければどうし
ようもない。人口減が来ますし。
ということを感じます。
そして、もう１つだけ。実はつ
い最近ですけど、新聞で見ました
ら、財務省のほうから教職員の定
数について2026年までに質を落と
さなくても４万9,000人減少する
ことができるというようなことが
出ていまして、それに対して文科
省は１万5,000人を主張している
ということで、抵抗しておられる
ということなんですが、これは実
は医療と教育というのはもう世の
中にとってこういう時代だからこ
そ大事にしなくちゃいけない部分
であるにもかかわらず、そういう
ようなことが財務省・文科省のほ
うでも出てきているわけですね。
それぐらい日本の経済情勢は逼迫
しているということは我々も認識
はしなくちゃいけない。だけど
も、やはり医療と教育だけは守っ
ていかなくちゃいけないなという
ことを実は感じた次第です。
榊原座長 ありがとうございま
した。それでは、会場の皆様から
ご質疑等承りたいと思います。挙
手をしていただきますとマイクを
お持ちしますので、遠慮なく挙手
をお願いいたします。
佐々木企画官 質問が出るまで
の間に。先ほどの栗谷先生の資料
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ですが、先ほど末永先生も地域医
療連携推進法人に言及されまし
た。栗谷先生も説明はスキップな
さいましたけれども、地域医療連
携推進法人の検討を始めていらっ
しゃると伺っています。法律の施
行は恐らく来年の４月２日になろ
うとは思いますが、今どのような
検討の状況か教えていただければ
ありがたいです（スライド５）。
榊原座長 栗谷先生、お願いい
たします。
栗谷先生 現在５法人で、私ど
もの病院と、それから、民医連系
の病院などコアの５法人でやって
ございます。考えたのは、私ども
のところでは一応まだ職員が同じ
地域では恵まれているほうなんで
すけれども、他病院と、それから、
社福も同じですが、介護職の採用
すらままならない状況がこの数年
続いています。この状況を放置し
ておいたのでは私どもも困るんで
すね。私どもの平均在院日数が地
方の病院では比較的短く抑えられ
ているのは、高齢者の心不全とか
肺炎ですね、施設からの。それを
本間病院がせきとめて診ていただ
いているんです。それから、私ど
ものところで在宅には行けないけ
れども、その手前の部分の慢性心
不全、こういう患者さんたちはこ
れからどんどん増えてくるわけで
す。もしこの病院がなくなってし
まったら、私どもの経営状態は恐
らく破綻すると思います。これを
うまい構造にするためにはどうし
ても本間病院に生き残ってもらわ
ないといけないんです。地域医療
連携推進法人をつくったのは、最
初の原因はそういう現実的な理由

です。
榊原座長 よろしいでしょう
か。ご質疑等ありませんでしょう
か。栗谷先生、どうぞ。
栗谷先生 現在の診療報酬では
DPC の２ですけれども、もう１
つの病院がなければ、私ども
DPC の２群を維持することは不
可能です。そういう意味ではとて
もいい連携ができているので、地
域全体で収益構造をどう考えるの
かというようにならないと、うま
い仕組みは地域でできないだろう
と。そのために連携推進法人が役
に立つのではないかと思って今や
っているところです。
榊原座長 ありがとうございま
した。よろしいでしょうか。それ
では、ゲストの皆様からこれまで
のディスカッションについての感
想をお願いしたいと思います。ま
ず、佐々木企画官様におかれまし
ては、文部科学省の立場として一
言お願いいたしたいと思います。
佐々木企画官 今の栗谷先生の
コメントにもありましたとおり、
やはり自分のところの病院という
ところだけではなくて、地域の共

栄共存をどう図れるのか。いわば
地域の連結決算でどうやっていく
のか。もはや単独決算ではあり得
ないということがよくわかりまし
た。そうした中で、今までのよう
な、逆に言えば個々の医療人とし
て成り立つだけではなくて、どう
やってチーム医療、そして、地域
医療の中で自分のポジショニング
を１人１人の医療人もまた考えて
いかなければならないかというこ
ともよくわかりました。
現在、先ほどご紹介したとおり、
６年ぶり３回目の医学教育そして
歯学教育のカリキュラム改定を行
っておりますし、並行して、来年
の夏までに看護学教育のカリキュ
ラムも初めての策定を進めようと
しております。こうしたことを通
じて、今日のテーマである「地域
医療のために、住民のために」と
いうことを、個々のレベルで考え
るだけではなくて、これらがどう
結びついていけるのか、それを卒
前教育の段階で行いたいと思いま
すし、もう１つ、栗谷先生のプレ
ゼンにあった、大学が実際に蔵王
協議会の中で人材輩出をしている
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ことを考えますと、大学、ひいて
は大学病院の単に学生さんを育て
るというだけではなくて、地域に
貢献できる大学医学部・大学病院
のあり方をさらに考えなければな
らないということを、栗谷先生、
そして、末永先生の先ほどのコメ
ントの中から感じたところです。
そのためには、やはり現場に出て
いく中で、また卒然教育の段階で、
先生方皆さんのところの臨床実習
の中で学ばないことには、結局は
それは机上の空論になってしまい
ますので、ぜひもっと今よりもよ
り地域での実習がしやすいような
仕方を並行して検討していきたい
と思います。そのことを重ねてお
願いすることをあわせてコメント
としたいと思います。
榊原座長 ありがとうございま

した。それでは、総務省の植村室
長様、お願いいたします。
植村室長 どうもありがとうご

ざいます。総務省の準公益企業室
長の植村でございます。本日はい
ろいろなご講演を聞かせていただ
きまして、大変感銘を受け、そし
て、さらに政策の立案にかかわる
立場として身の引き締まる思いで
聞かせていただいたところでござ
います。
ご案内のように、総務省のほう

では新公立病院改革のガイドライ
ンを出させていただきまして、今
年度一杯の中で各病院につきまし
て作っていただくということでお
願いをしております。
この中での大きな変更点という

のは、まさしくここで議論されて
いる地域医療構想、この存在を前
提として公立病院の役割をどのよ

うに位置づけていくか。これが新
たな項目としてビルドインされた
ということがあるわけですね。こ
のビルドインされたという意味は
何かと申しますと、まずは今地域
医療構想をつくっていく過程にお
いてはその存在を意識しましょう
という第一段階であるわけであり
ますが、次に来る課題としては、
新しい改革プランを病院単体の改
革ということだけで位置づけられ
るのかどうか、まさしくそういう
話なんだと思うのです。28年度ま
でに新しいプランを作ってくださ
いと申し上げているので、現段階
では以前の改革プランの一定程度
の延長線上で形をつくっていくと
いうこともあろうかと思います。
ただ今後、地域医療構想に基づく
様々な調整過程、これが進んでい
くと、恐らく今想定されている
個々の公立病院での改革のあり方
に少なからぬ影響を与える可能性
は十分ある。本来は多少先読みを
して予め入れ込んでおいていただ
きたい部分も当然あるわけではあ
りますが、そうした変更点が当然
出てくるであろうと思われます。
そうした意味で、実は新ガイドラ
インでも、状況に応じて新しい改
革プランについては、中身を見直
してくださいというメッセージも
出させていただいております。プ
ランというものは、作ったものを
進行管理することがとても重要で
はあるのですが、同時に外的要件
が大きく変わっていく時期に差し
かかっている中、柔軟性も今後求
められる。そういったことを念頭
に置いていただけると非常にあり
がたいかなと思っております。

それから、私ども９月から地域
医療と公立病院改革、これを両方
掲げた調査研究会を開催させてい
ただいております。この研究会自
身は本来的には先々の地方財政措
置の球出しといいますか、すぐに
具体的な項目が出せるというわけ
では必ずしもありませんが、こう
したことを議論することを念頭に
置いているものでございますが、
まさしく今申し上げたように、状
況が大きく変わってきている中で
は、単に地方財政制度の話に行く
前の段階で、公立病院が現在抱え
ている課題を、経営であれ、ある
いは、地域の医療体制であれ、若
干違った角度で整理していく。こ
れも非常に大事なことなのではな
いのかなというふうに思っており
ます。課題を全部扱うと非常に議
論が拡散する危険をはらんでいる
のですが、こうした取り組みも通
じまして、私どもも地方財政措置
を中心とする公立病院の経営の仕
組みをどう考えたらいいか、これ
を絶えず検討させていただきたい
と思っております。そういう意味
で今日も一つの重要な機会でござ
いますが、現場での非常に熱心な
取り組みとさらに残る大きな課
題、これを我々も引き続きフォロ
ーし、教えていただきながら、取
り組ませていただきたいと思いま
す。どうもありがとうございま
す。
榊原座長 ありがとうございま
した。それでは、厚生労働省の
佐々木課長様、お願いいたします。
佐々木課長 今日は本当にいろ
いろと考えさせられる機会だった
なというふうに思っております。
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まず、栗谷先生のご発表を聞い
ておりましての感想ですが、今回
ご発表いただいた病院の統合は地
域医療構想の検討をしていただく
前から先駆的に取り組まれてきた
ものであり、当初の目的とされた
方向に向かって着実に成果を挙げ
られているということをお聞きし
たので、今後地域でやはり再編統
合というのを自治体病院、民間病
院も取り組んでいくと、うまくい
けばきちんと医療を守っていける
という１つの事例として大変参考
になるということかと思っており
ます。
そのためには、これは佐々木企
画官の発表にもあり、私も機会を
捉えてお願いしておりますが、や
はり調整会議というものの役割は
非常に大きいということだと感じ
ました。構想圏域の範囲では広す
ぎるというご意見もありますけれ
ども、関係する医療機関・医療関
係者、地域住民も含めて、2025年
に向け、医療をどうやって守って
いくのかということを顔を突き合
わせてお話し合いしていただくと
いうことがまず一番大事であっ
て、その結果として、具体的にど
ういう分担にしようかというふう
に進んでいくのだと思います。
これは先ほどご指摘もありまし
たけれども、そうはいっても簡単
なことではないというふうに思い
ます。ですが、単に競い合ってば
かりでは、共倒れになるというこ
とも考えられます。地域によって
折り合いのつけ方様々だと思いま
す。国としても、地域でご参考に
なるような資料、データ、モデル
的な事例なども情報発信して、地

域での議論を後押ししていきたい
というふうに思っております。
また、もう１点、栗谷先生のご
発表の中で印象に残りましたの
が、再編統合などの見直しをして
いっても、さらなる改革を進めて
いかないと、中長期てきには医療
を守っていけないのではないかと
いうご指摘でございます。ですの
で、現在提供されている医療の中
身そのものも含めて全体的な点検
をしていくという必要があるのか
なということも感じたところでご
ざいます。
私は診療報酬改定を何回か経験
しており、その際にも留意するよ
うにしておりますが、行政が頭の
中だけで考えて、ものごとを進め
ていくのは基本的によくないと思
っております。やはり医療現場や
地域で実際に患者さんを診ておら
れる方の問題意識を大切にしてな
いといけないと考えております。
今日も具体的な事例の１つ栗谷先
生は出していただいたと思います
けれども、やはりファクトとして
出して、あらかじめいい悪いとい
うのは色分けせずに、国民的な議
論をしながら、みんなで医療を守
っていくということをしていかな
くてはならないということを感じ
たところでございます。
今日様々なことを私も学ばせて
いただきましたが、今後地域での
取り組みをいろいろと支援といい
ますかご協力していきたいと思い
ます。
今後とも、皆様と意見交換をさせ
ていただきながら、一緒に医療を
守ってまいりたいと思っておりま
す。以上でございます。

榊原座長 ありがとうございま
した。それでは、座長としてまと
めの一言を述べさせていただきま
す。それぞれいろいろなご意見を
承りました。医療の地域資源には
地域によってやはり濃淡があっ
て、地域包括ケア、地域医療構想
の関係がうまくやれそうなところ
と、なかなかできにくいところが
あるということは認識していただ
けたと思います。そしてまた、小
牧市民病院の末永先生。小牧市民
病院は愛知県でも群を抜いて患者
の多い、経営状況のいい病院だと
言われている先生からもうやり尽
くしているという言葉をお聞きし
て少し驚きましたし、また、栗谷
先生からも、このままだと簡単で
はないぞというご意見を聞きまし
た。今、市町も人口減の中で、そ
れぞれの市町が同じような機能を
持つのではなくて、地域全体で機
能分担し合って、その地域をやっ
ていこうというような動きがあり
ます。やはり病院も同じで、機能
分担をしっかりやって、なおかつ、
その中でそれぞれがどういう役目
を担っていくのかということを認
識してやっていくことが必要なの
かなということを改めて思いまし
た。
それから、末永先生が言われま
して、人口減社会の中で働く人が
どんどん減っております。そうし
ますと、生産性の質を高めていく
ことが必要だと思いますので、そ
れには、財務省の方に言わないと
いけないのかもしれませんが、教
育にもっと日本は、これはちょっ
と本日の主題とは関係ないんです
が、お金を使って、生産性の質を
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上げていくことを考えていくこと
が必要だと思いますので、そのこ
とも最後一地方自治体の長として
言わせていただいて、取りとめの
ないまとめとなりましたが、まと
めとさせていただきます。ありが
とうございました。

全体総括

■公益社団法人 全国自治体病院
協議会 会長 邉見 公雄
赤穂市民病院名誉院長
それでは、少しだけお礼とお願

いを申し上げたいと思います。今
日スピーカーとしてお話しいただ
きました先生方、あるいは、総務
省、厚生労働省、文科省の皆様方、
本当にありがとうございました。
また、おまとめいただきました半
田市の榊原市長さんには本当にあ
りがとうございました。
総括といいますか、点数をつけ

ると私は100点以上じゃないかな
と。次やるのがなかなか難しくな
るんじゃないかなというぐらい、
有意義な会であったと思っており
ます。私、自分に甘いんですね。
そういうところもあるんですけ
ど。
まず、一番初めに、半田市長の

榊原市長さんには、1.5号側と言
わずに、1.8号側ぐらいになって
ほしいと。できるだけ２号診療側

の意見を中医協ではお願いしたい
と。中医協の委員であられました
当時の愛知県津島市の伊藤市長さ
んも津島市民病院というのを持っ
ておりまして、私が中医協３期６
年、ずっと向こうにおる中で一番
味方なのは伊藤さんだなと思って
６年間やってきました。ともに日
本の医療を守るという意味では、
１号支払い側、２号診療側、これ
力を合わせて全体最適を考えなく
ちゃいかんと。診療側ばかりが有
利になってもいけませんし、健保
連がどんどんつぶれたり、養老乃
瀧とか西濃運輸とかいっぱいつぶ
れる健保組合があります。こうい
うことでもいけないと思いますの
で、この辺のところはぜひ今後と
もよろしくお願いいたしたいとい
うふうに思っております。
佐々木企画官には、先生は広島
県におられたときに、地域包括ケ
ア病棟を山口昇先生と一緒にトッ
プランナーとしてやられました。
もし地域包括ケアのことがわから
なければ、広島県へ行って勉強し
ていただければ、非常にわかりや
すいだろうというふうに、ケアマ
ネマイスターとかいろいろな新し
い多職種協働、こういうのはみん
な佐々木企画官が考えられて、指
導力のある山口昇先生が引っ張っ
ているというのが現状でございま
す。
佐々木企画官には医療の立場か
ら文部科学省へ行かれました。今
はモデル・コア・カリキュラムと
いうのをやっておりますが、これ
は５年に１回見直すということ
で、前回は高齢化とか、あるいは、
非常に医療事故が多かったときで

すので医療安全とか、こういうも
のが教育の中心の言葉になりまし
たが、今回は地域。地域医療構想
もあるし、地域で支える医療とい
うことで、学生のときから地域と
いうことで、地域実習とかが充実
しておりますし、もう１つは、尾
辻先生が頑張られて、山本議員が
亡くなる前の偉業をなし遂げられ
ましたがん対策基本法、これがあ
りますので、腫瘍ということをも
う１つの中心。あるいは、いろい
ろあるんですけども、高齢化とい
うふうなことは当然ですし、社会
を教えると。自分たちだけの医療
だけでなく、社会の中の医学とい
うことも教えるということで、非
常に幅広いコア・カリキュラムに
なっております。コア・カリキュ
ラムで70％教えて、あとの30％は
各大学が独自の教育をやるという
ことでございますので、ぜひこれ
がうまくいくことを私は願ってお
ります。
それから、栗谷先生は、もう何
回も本を読ませていただいたり、
本もどちらかというと『プレジデ
ント』とか財界の本にも出ますし、
非常に経営者として立派ですし、
医師以上の恐らく市長に出ても知
事に出ても勝つんだろうと思いま
すけれども、非常な馬力の持ち主
で、ただ、お話を聞くたびに過激
になっております。どんどん成功
しているわけですよ。スタッフ職
員とか業績手当とか女性職員確保
とか、全部成功しているんですけ
ど、どんどん過激になるというの
はどういうことだと思いますか？
だんだんと地域が追い詰められて
きているということですね。だか
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ら、ここを皆さん方ぜひ考えて、
今後の参考にしていただきたいな
というふうに思います。
植村室長におかれましては、い
つも我々の公立病院に対しまして
温かいご支援、ありがとうござい
ます。いろいろ都会しか知らない
代議士が田舎の交付金なんか要ら
ないんじゃないかと言う代議士が
いっぱいおります。島根県と鳥取
県は合区で、また代議士１人減り
ました。徳島県と高知県、私育っ
たのは徳島県ですけど、これも合
区で減りました。どんどんと都会
の意見しか通らない社会が出てき
ているわけです。高校野球と同じ
になりますよ。山陰代表とか南四
国代表とか、昔は１県１代表では
なかったでしょう？ その次、山
梨県なんか西関東になったり甲信
越になったり、いろいろ変わりま
したね。あんなのになってくる
と、田舎の意見はどんどん減って
いきますので、ぜひ植村室長には
その辺のところをよろしくお願い
いたします。
佐々木健課長には中医協時代何
回も温かい診療報酬でお世話にな
りました。大変厳しい時代に、た
またま民主党政権で２回ともプラ
スになったんでしたっけね。髪の
毛１本という、小宮山さんのとき
とその前の長妻さんのときでした
ので、かろうじてプラスになった
んで、私はちょっといい時代に中
医協委員をやらせていただいたな
と。特にハイリスク・ローリター
ンだった手術、外科、救急、この
辺のところにつけていただきまし
たので、私はちょっとうれしくず
っと思っております。

栗谷先生の言われましたよう
に、これからの統廃合というのは、
交通の便、トンネルが１つできま
すと隣の町も近くなりますし、ド
クターヘリとかアクセス手段、ド
ローンなんかがどのように使われ
るかわかりませんけれども、時代
が変わりますといろいろなことが
起こる可能性がありますので、ぜ
ひ皆さん方も統廃合も考えていた
だきたいと思っています。
それから、医療計画の見直しが
ございます。今５疾病５事業です
が、私は６疾病７事業にしてほし
いとずっと念願しています。６疾
病というのは、呼吸器疾患が全く
入っておりません。たばこ病と言
われる COPD や、もうとうとう
死亡の３位になりました肺炎、こ
ういうものがないんですね。脳卒
中と心筋梗塞は循環器疾患として
１つにまとめてもいいと思いま
す。そういう意味でも呼吸器を入
れないというのはちょっと不公平
じゃないかなと思っております。
７事業といいますのは、１つは、
やっぱり在宅医療というのを１つ
の事業として入れてほしい。在宅
医療、医療と言いますけれども、
全くデータもありませんし、マン
パワーもしっかりしません。これ
をやっぱりちゃんと推進してほし
い。最後は予防です。フレイルと
かロコモティブとかいろいろな意
味ですね。歯科疾患も含めてです
ね。これをぜひやっていただきた
いなというふうに思っておりま
す。医者は口を診ない、歯医者は
口しか診ないと、こういうふうな
ことではいけないと私は思ってお
りますので、ぜひよろしくお願い

いたしたいというふうに思ってお
ります。
国民皆保険は、私は和食より先
に世界文化遺産になるべきだとい
うふうに思っております。ぜひこ
の立派な制度を守っていくために
も、皆さん方のご協力をお願いい
たしたいと思います。
それから、ちょうかいネットで
ございますけれども、これは島貫
先生も来られておりますけれど
も、昨年聞きまして、佐藤先生と
いう医師会のほうのキーパーソン
がおられます。１月26・27日に次
の院長・幹部職員セミナーという
のがございます。そこへ「電子カ
ルテの医療連携」ということで、
さとう内科クリニックの佐藤顕先
生に来ていただいて、ご講演を詳
しくお聞きすることになっており
ます。今日は他のこともたくさん
あったので、時間が少なかったの
で、ぜひ時間をとりたいと思いま
す。
それから、１月26・27日の院長・
幹部職員セミナーの宣伝をもう少
しさせていただきますと、各病院、
大・中・小、自分のところに合っ
たのを参考にしていただきたいた
めに、大病院として、地域中核病
院としての役割で、青森県立中央
病院事業管理者の吉田茂昭先生。
中病院の代表としまして、名寄市
立総合病院院長の和泉裕一先生。
「中規模病院の生き残り策」。小病
院といたしましては、「長崎県上
五島病院の取り組み」ということ
で、長崎県の離島で頑張っておら
れる八坂貴宏先生。このお三方に
ご講演をいただくことになりま
す。どの病院も自分のところに当
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てはまるぐらいの規模の演者を選
んでおりますので、ぜひお聞きい
ただきたいなというふうに思いま
す。それから、精神科病院の方も
おられますので、「精神科医療の
現状」ということで、大阪府立精
神医療センター院長の籠本孝雄先
生にもお話をいただくことになっ
ております。

そういうことで、今日来られた
方はできるだけこのセミナーにご
参加いただきたいというふうに思
っております。
それから、我々は昼食後要望書
を持って関係省庁に陳情といいま
すか、ご挨拶、要望に参ります。
ぜひ皆さん方の地元国会議員の先
生方がおられましたら、ぜひ皆さ

ん方もついでに寄って、ちょっと
寄っていただきたいというふうに
思いますので、よろしくお願いい
たします。本日はどうもありがと
うございました。どうもご苦労さ
までした。
（文責：全国自治体病院協議会事
務局）
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